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第７回 産業構造審議会 産業技術環境分科会 グリーントランスフォーメーション推進小

委員会／総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 2050年カーボンニュートラル

を見据えた次世代エネルギー需給構造検討小委員会 合同会合 

 

日時 令和４年 ４月 ２２日（金）15：00～18：00 

場所 経済産業省 本館 17 階 第一特別会議室（オンライン会議併用形式） 

 

１．開会 

 

○白石座長  それでは、定刻になりましたので会議を開催したいと思います。 

 今日は、新型コロナウイルスへの対応も含め、対面で御出席の委員とオンラインで参加

される委員がおられます。 

 議事の公開ですが、今日の会議もYouTubeの経産省チャネルで生放送させていただきま

す。 

 今日のクリーンエネルギー戦略検討合同会合には、萩生田経済産業大臣にも御参加いた

だいております。大臣は、公務のため、冒頭の御挨拶が終わりますと退席されることにな

りますが、まず、大臣から御挨拶をお願いします。 

○萩生田経済産業大臣  皆さん、御苦労さまでございます。本日もお忙しい中お集まり

いただきまして、誠にありがとうございます。クリーンエネルギー戦略検討合同会合の開

催に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。 

 本年１月に官邸で行われたクリーンエネルギー戦略に関する有識者懇談会の場で岸田総

理から、炭素中立型社会への移行は、エネルギー産業の構造転換のみならず国民の暮らし

や地域の在り方全般にわたる取組が必要であり、各省の協力も得て検討を進め、それも踏

まえて新しい資本主義実現会議へ報告するよう指示がございました。そのため、これまで

本会合では、関係省庁にもオブザーバーとして御参加いただき、クリーンエネルギー戦略

の策定に向けて検討を進めてまいりました。本日は、関係省庁からクリーンエネルギー戦

略の検討の状況について御報告いただくこととしております。 

 また、今週20日にもＧ７首脳会議が行われ、Ｇ７が足並みをそろえてロシア－ウクラ

イナ問題に対応していく方針が確認されました。日本は今後、ロシアへのエネルギー依存

の低減と脱炭素の２つのトランジションを乗り越えなければなりません。これを乗り越え
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る上ではエネルギーコストの上昇は避けられず、このコストアップを乗り越えるためにも、

産業界自身が脱炭素をきっかけとした高付加価値化や事業構造の転換に向けた投資を行う

ことが重要です。 

 本日は、今後、脱炭素に向けてどの分野でどの程度投資が見込めるか、また、その投資

を引き出すにはどのような対応が必要かといった点について御議論いただきたいと思いま

す。委員の皆様におかれましても、忌憚のない御議論、御審議をよろしくお願いいたしま

す。 

○白石座長  ありがとうございます。 

 大臣は、公務のため、ここで退席されます。どうもありがとうございました。 

 プレスの皆様の撮影はここまでとさせていただきます。 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 前回の合同会合では、ロシアによるウクライナ侵略、電力の需給逼迫を受けたエネルギ

ーの安定供給確保の在り方について御議論をいただきました。また、産業などエネルギー

の需要側でどのようにエネルギー転換を進めていくべきか、あるべき将来の産業構造の姿

も含め御議論いただくとともに、グリーントランスフォーメーションを加速させるための

ファイナンスやＧＸリーグなど様々な政策対応についても御議論をいただきました。 

 今日の合同会合では、前半、関係省庁における検討の結果について御報告をいただきま

す。そして後半では、脱炭素に向けて社会システムやインフラの変革が求められる中、ど

の程度投資が必要で、どのように引き出すのかといった点について御議論をいただければ

と考えております。 

 

２．関係省庁から報告 

 

 まずは関係省庁からの報告をいただきます。今回報告をいただくのは、オブザーバーと

してこの合同会合に参加いただいております環境省、内閣府、金融庁、デジタル庁、総務

省、外務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省の10府省庁でございま

す。ここからの進行は事務局からお願いします。 

○西田戦略企画室長  それでは、ここから私が進行させていただきます。 

 本日は、各省庁の皆様、御対応いただきまして誠にありがとうございます。ここからの

進行ですが、全ての府省の皆様からの御発表後、委員の皆様から御質問いただき、最後に
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10府省の皆様からまとめて回答いただくという段取りとさせていただきたいと思います。 

 御発表ですが、時間になりましたらベルとTeamsでのコメントにてお知らせさせていた

だきます。それぞれ時間をそれぞれの府省にお願いしておりますので、私のほうからも冒

頭でコメントさせていただきます。 

 発表の順番ですけれども、環境省、内閣府、金融庁、デジタル庁、総務省、外務省、文

科省、厚労省、農水省、国交省の順番とさせていただきたいと思います。 

 それでは、まず資料１を開けていただきまして、環境省から御説明をお願いします。時

間は10分以内とさせていただきます。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

○環境省（小野局長）  環境省の地球環境局長の小野でございます。本日は、発表の機

会を与えていただきましてどうもありがとうございます。また、白石座長をはじめ委員の

先生方には日頃から大変お世話になっております。どうぞよろしくお願いします。 

 本日の発表でございますが、環境省では、中央環境審議会に炭素中立型経済社会小委員

会を設けて検討を進めております。ちょうど昨日開催されまして、若干の表現ぶりの修正

はございますけれども、この内容でおおむね中間整理として御了承いただいたものでござ

います。次お願いします。 

 まず目次でございますけれども、１、２は前置きでございますが、３が本論でございま

す。その中にａ、ｂ、ｃ、ｄございます。総理から直接指示がございました地域とライフ

スタイルというのがａ、その後、次は国際展開・国際協力、ｃは金融とか情報開示などの

横断的なものでございます。さらにｄは、炭素中立型経済社会と密接に関係します資源循

環なり自然共生、適応といった点についても検討をまとめております。２ページ目お願い

します。 

 まず、全体の目指すべき経済社会像といたしましては、サステナブルな経済社会という

ことを目指すべきということになっております。さらに、将来世代を含めた人々のウェル

ビーイングというところが目指すべきゴール、新しい資本主義において目指すべきゴール

であるというようなことでございます。次、３ページ目をお願いできますでしょうか。 

 その将来の経済社会像を左右する重要な要素として幾つかピックアップしておりますが、

投資拡大でございますとか人材育成、ＤＸ、さらに海外、国境を越えた話、さらに国土利

用・土地利用、こういうものが重要な要素になってくるというところでございます。次お

願いします。４ページ目お願いします。 
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 本論に入りまして、まず最初は地域のトランジションというところでございます。さら

に、既に令和４年度までに交付金とか、今、法改正中の官民ファンドの設立などの措置を

しておりますけれども、これに加えまして、さらにこれから申し上げますようなことを進

めていくべきということでございます。その中で①といたしましては、まずは脱炭素先行

地域、100地域を目指しておりますけれども、これをしっかりと進化させていく。そのた

めに必要な交付金等を確保していくということでございます。 

 ②については、現在の取組におきましては民生の電力をゼロにするということが中心に

なっておりますが、さらには熱利用でございますとか民生の電力以外の脱炭素化のための

方策についても進めていくべきというのが２点目でございます。次のページお願いします。 

 進めるに当たって、地域づくりということと密接不可分でございますので、都道府県、

市町村、さらには地域金融、さらには地域の企業といった地域の様々なステークホルダー

やアクターが一緒になって主体的に進めていくべきというのが③でございます。次お願い

いたします。 

 ４番目は基盤整備でございます。特に基盤整備の３つ目の四角のところ、昨年の６月に

公布された改正地球温暖化対策推進法、今年の４月から施行をされております。ここで地

域共生型の再エネ事業を促進する仕組みを導入いたしております。さらに、この適切な運

用のために「再エネの適正な導入・管理のあり方に関する検討会」の検討も踏まえて、地

域との共生というのを進めていくということでございます。さらに人材確保・育成という

のが⑤でございます。次のスライドお願いします。 

 次はライフスタイルでございますけれども、この中で書いておりますのは、まず温室効

果ガスの排出を減らすという取組について、約９割が取り組みたいということになってお

りますが、一方、取り組んでいるかどうかということでいえば、空調温度設定とか消灯、

省エネ家電の導入といった比較的取り組みやすい余りお金のかからないものについてはお

おむね６割以上となっておりますが、省エネ住宅・リフォーム、太陽光発電設備導入など

相当の負担を要するものについては１～２割程度と低くなっております。こういった比較

的取り組みやすいものをどうさらに広げていくのか。なかなか進んでいないものをどう進

めていくのか、その２つの問題があろうかと思います。次お願いいたします。 

 まず、ライフスタイルの比較的取り組みやすいもの、軽いタイプのインセンティブでの

取組が進むであろうというものでございますけれども、現在、令和３年度の補正予算でグ

リーンライフポイント事業という事業を進めておりますけれども、まずこれを一気に拡大
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をしていく。その上で、左下のところにございますけれども、さらにデジタル技術とかナ

ッジ、あるいはポイントといったインセンティブを組み合わせて行動の見える化と消費者

への適切なフィードバック、インセンティブ提供を行うという実証を進め、さらに社会実

装していくということ。もう一つは、カーボンフットプリントに代表するような製品・サ

ービスのＣＯ２排出の見える化などを進めて意識づけをしていく、こういうことを集中的

に進めていくべきとされてございます。次、９ページお願いします。 

 デジタル化とかナッジを組み合わせたものという一つの例としてここにイメージを書い

てございますので、参照していただければと思います。次の10ページ目をお願いいたし

ます。 

 さらに、一定程度負担がかかるというような、例えば住宅・建材、機器、電動車といっ

たところについては、既に様々な規制とか支援ということも進められておりますけれども、

特になかなか対策が難しい既存の住宅について、一部の居室でも断熱改修の対象とし得る

といった取り組みやすい改善を図っていく必要があるということでございます。次、11

ページお願いいたします。 

 今度は国際展開・国際協力でございますが、全世界として2030年までが勝負の10年と

いうふうに言われておりまして、国内外でできるだけ早く、できる限り大きな削減を進め

ていく必要がございます。そのため、右下のところにございますけれども、パリ協定の早

期実施ということはもちろんでございますが、アジアを中心とした具体的な排出削減に包

括的に取り組む。これによって、総理が提唱されておりますアジア・ゼロエミッション共

同体づくりに貢献していくということ。さらには、温暖化と密接に関連しております資源

循環といったことについても海外展開を進めていきたいと考えております。次の12ペー

ジお願いします。 

 12ページはパリ協定６条、これは市場メカニズムということで、クレジットを国際的

に取引するような仕組みでございます。このパリ協定、日本がずっと引っ張ってきた市場

メカニズムでございますので、このメカニズムを活用して、環境面はもちろんであります

けれども、人権とか情報公開、そういったことも含めた質の高いインフラ導入を実現する、

いわゆる質の高い炭素市場というのを構築していくために日本が主導的に取り組んでまい

りたいと考えています。次お願いいたします。 

 これは様々な施策をアジア・ゼロエミッション共同体、このフォーマットは本会合で３

月１日に提示されたものがベースでございまして、そこに今回追加したものを赤字で加え
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たものでございます。アジア・ゼロエミッション共同体に具体的な施策をもって協力をし

ていくべきだというふうに考えております。次お願いいたします。 

 次は、横断的な視点ということで金融でございます。金融については、脱炭素投資とい

うのをはじめとするグリーンファイナンスを拡大していく必要があるということでござい

まして、環境省、金融庁、経済産業省等の関係省庁で連携しつつ、ルールと基盤の整備、

あるいは金融の機能発揮の支援、地域金融の支援、展開といったことを進めていくという

ことでございます。次お願いいたします。 

 次はサプライチェーンの情報開示でございます。近年、サプライチェーン全体の情報開

示が求められる、それがＥＳＧ投資を引きつける必須の条件になりつつあるということで

ございますが、特に中堅・中小企業についてはなかなかその取組、どこからやったらいい

か分からないということもございますので、この脱炭素経営の取組を中小含む企業の実務

に落とし込んでいく。また、その取組が評価され、投融資や事業機会の拡大、そして地域

全体の脱炭素化、あるいはライフスタイル転換につなげていくという環境整備をしていく

ということでございます。そういった上で、2030年に向けて希望する中小企業が温室効

果ガス排出量を簡易に算定し、削減取組を含めて公表できるよう、国の電子報告システム

を整備するとともに、中小企業を支援する人材の育成を行っていきたいと考えてございま

す。16ページをお願いします。 

 16ページは先ほど申し上げたことをまとめておりますけれども、共通基盤としてはプ

ラットフォーム整備、さらに中小企業支援として地域金融機関や商工会議所など地域ぐる

みの中小企業支援体制構築、ノウハウ提供といったことを進めるべきということでござい

ます。17ページをお願いします。 

 カーボンプライシングでございますけれども、これを我が国の産業競争力の向上につな

がるように、脱炭素投資への支援策などと合わせて成長に資するカーボンプライシングの

制度検討を進めております。昨今のウクライナ情勢を受けたエネルギー価格の高騰、ある

いはトランジションの道筋、社会全体における負担の在り方への適切な目配りにも留意し

て検討を進めてまいります。次お願いします。 

 次は資源循環というところでございます。気候変動、炭素中立とは非常に密接に絡んで

おりまして、例えばプラスチックは石油からできておりますが、これをいかに代替素材に

転換するかという取組。さらにバイオマス、これはカーボンニュートラルということでご

ざいますが、例えば持続可能な航空燃料（ＳＡＦ）の推進といったところ。さらに３番目



- 7 - 
 

は、ベースメタル・レアメタルということで、これは脱炭素の技術を製造していく上で非

常に重要なもの、その金属原料を資源回収、リサイクルによって確保していこうというこ

とでございます。次お願いします。 

 次は自然資本というところでございまして、主に自然によって吸収源の強化を図ってい

く必要があるということでございます。カーボンニュートラルになってまいりますと吸収

ということが非常に重要になっておりますので、まず自然の持つ力を最大限活用する。さ

らに一番下にございますが、国際ルールで自然関連の情報開示というルール化も進んでお

りますので、ＴＣＦＤとともにＴＮＦＤというところも合わせて進めていく必要があろう

と思っています。最後のスライドお願いします。 

 最後は気候変動の適応でございます。これは緩和と適応を両輪として進めるということ

もございますし、企業活動などが健全に進んでいく前提として、レジリエンスを確保して

いく必要があるということでございます。例えば緩和・適応を一体的に地域づくりとして

進めていくという観点もございますし、さらにはＴＣＦＤの物理リスク開示において気候

リスク分析を行って企業を支援するといったことも進めるべきとされております。 

 以上でございます。どうも御清聴ありがとうございました。 

○西田戦略企画室長  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして資料２でございます。内閣府から御説明をお願いします。時間は

３分以内とさせていただきます。 

○内閣府（辻原参事官）  内閣府でございます。私、総合科学技術・イノベーション事

務局の参事官をしております辻原と申します。内閣府からは、科学技術による貢献として

内閣府が実施している技術開発プログラムと総合知についての取組、研究協力強化に向け

た大学改革と振興等について御説明をいたします。２ページお願いいたします。 

 まずＳＩＰでございます。戦略的イノベーション創造プログラムですけれども、内閣府

総合科学技術・イノベーション会議が再配分を行いまして、基礎研究から実用化・事業化

までを見据えて府省連携による取組を推進しております。現在、第２期として12課題を

推進しておりますが、このうちクリーンエネルギーに関する課題としては、ＩｏＥ社会の

エネルギーシステムというものに取り組んでおります。次のページお願いいたします。 

 このプロジェクトでは、エネルギー需給最適化のためのエネルギー概念設計、バリュ

ー・フォー・マネーのガイドライン作成、共通基盤技術としてパワエレデバイスの開発と

実用化、これはワイヤレス電力伝送システムですけれども、こういった研究開発を行って
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おります。その標準化なども合わせて進めておりまして、これらの技術の社会実装を目指

しているところでございます。次のページお願いいたします。 

 今年度から次期ＳＩＰのフィージビリティースタディーを実施する予定としております。

炭素中立社会の構築に関連するものとしては、次のページを見ていただきますと、「スマ

ートエネルギーマネジメントシステムの構築」と、その次のページの「サーキュラーエコ

ノミーシステムの構築」が挙げられます。次のページに行きまして、７ページお願いいた

します。 

 次、ムーンショット型研究開発制度でございます。この制度は、我が国が抱える課題に

科学技術が挑戦し、未来社会の展望を切り開く破壊的イノベーションの創出を目指すもの

です。野心的な構想の下、インパクトの大きい研究開発を強力に推進しております。 

 温暖化問題への対処としては、次のページの目標４、これは「2050年までに、地球環

境再生に向けた持続可能な資源循環を実現」するプロジェクト。 

 それと次のページ、９ページですけれども、目標５として「2050年までに、未利用の

生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・ムダのない持続的な食料供給産業を創

出」する、このプロジェクトの２つがございます。その次のページお願いいたします。 

 ここからは総合知の御説明になります。令和３年４月から施行されております科学技

術・イノベーション基本法では、従来対象としていなかった人文社会科学のみに係るもの

も法の対象としております。あわせて、あらゆる分野の知見を総合的に活用して社会課題

に対応していくという方針を示しております。これは、科学技術・イノベーション政策が

あらゆる知の融合による総合知を活用して、人間や社会の総合的理解と課題解決に資する

政策となることの必要性を示したものといえます。 

 これを受けまして第６期科学技術・イノベーション基本計画では、総合知の基本的な考

え方と総合知を戦略的に推進する方策について2021年度中に取りまとめることしており、

総合科学技術・イノベーション会議有識者議員懇談会において議論を重ねてまいりました。

この結果、先月、中間取りまとめを行ったところでございます。次のページ、11ページ

をお願いいたします。 

 この中で総合知の定義を、「多様な『知』が集い、新たな価値を創出する『知の活力』

を生むこと」、また、そのプロセスとしております。総合知の活用は、それ自体が目的で

はなく、新たな価値の創造と持続可能性やウェルビーイングに真正面から向き合って、社

会を変革するための手段として重要であると考えています。12ページをお願いいたしま
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す。 

 また、総合知の推進方策として、この図に概略をつけておりますけれども、活用の場の

構築、人材育成など、こういったことを進めて社会に総合知を浸透させる方策、こういっ

たものを取りまとめております。少しページ飛びまして、14ページをお願いいたします。 

 最後になりますが、知の基盤と人材育成の強化ということで３つほど御紹介をしておき

たいと思います。まず１つ目が10兆円規模の大学ファンドでございます。２つ目が地域

中核大学の振興。３つ目が探求とSTEP教育の推進。この３つによりまして知の基盤、つ

まり研究力と人材育成の強化を図って、地球温暖化対策等への対応も含むイノベーション

を生み出す知の基盤の強化を図ることとしております。 

 内閣府からは以上でございます。 

○西田戦略企画室長  ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、資料３に基づきまして金融庁から御説明をお願いいたします。

時間は３分でお願いいたします。 

○金融庁（高田課長）  金融庁総合政策課長の高田英樹と申します。よろしくお願いい

たします。 

 １ページ目お願いいたします。金融庁としましては、サステナブルファイナンスの推進

に取り組んでおります。背景の説明は割愛をさせていただきますけれども、このボックス

の３つ目のポツのところで、サステナブルファイナンスは、市場機能の健全な発揮を通じ

て持続可能な社会と成長を支えていく観点から、新しい資本主義の柱の一つとなり得るも

のと位置づけております。次のページをお願いいたします。 

 こちらは、先週４月12日の新しい資本主義実現会議におきまして鈴木金融担当大臣か

ら報告した資料の抜粋ですけれども、今、金融庁のほうで進めている検討項目の主なもの

であります。左上１．ですが、ＥＳＧ投資情報の集約・可視化ということで、ＥＳＧ投資

商品、具体的には、まずはグリーンボンドといった公募ＥＳＧ債になりますけれども、そ

の情報を一元的に集約する情報プラットフォームをＪＰＸ（日本取引所グループ）が年央

にも立ち上げる方向で準備をしておりまして、市場の活性化に資するものと期待をしてお

ります。 

 左下２．ですけれども、ＥＳＧ市場が拡大してまいりますと、その透明性・信頼性も課

題になってまいります。ＥＳＧ評価、ＥＳＧレーティングといったものが活用されている

わけですが、その評価を受ける企業からすると、どういった基準で評価をされているのか
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がよく分からないといった透明性の問題でありますとか、あるいは評価機関が別途企業に

有料でコンサルを行っているような場合には利益相反の問題もありますので、そういった

評価機関に適用される行動規範について、現在、金融庁において専門分科会を設けて検討

しておりまして、この夏をめどに策定をしたいと考えております。また、その下ですけれ

ども、ＥＳＧ関連の投資信託といったものが数多く出ておりまして、個人にも販売をされ

ております。今朝、ちょうど日経新聞にも取り上げられておりますけれども、ＥＳＧ投信

といいながら実態としてはあまりＥＳＧに資する運用をしていないものなども散見されま

すので、現在、金融庁においてその実態を調査しておりまして、そのレポートを５月をめ

どに公表し、監督上の目線を示していきたいと考えております。 

 右上３．ですけれども、新しい資本主義の一つの柱として非財務情報の開示の検討が進

んでおりますけれども、その一環として気候変動に関連する情報についても、その開示の

充実に向けた議論を今行っております。その下ですけれども、ソーシャルボンドの発行を

促進するために、その事業の社会的効果を測定するための事例集を公表したいと考えてお

ります。 

 右下４．ですけれども、現在、金融庁におきまして金融機関向けのガイダンスを策定し

ておりまして、これを来週にもパブリックコメントにかける形で公表したいと考えており

ますけれども、これは金融機関が自らの気候変動リスクを管理する、それと同時に投融資

先の顧客である企業の気候変動対応を支援していく、そうした目線を提供するガイダンス

になります。その下、ＧＸリーグについてですけれども、こちら金融機関も多く参加をし

ております。これを通じて金融機関が投融資をする先の企業の脱炭素が進むことは、排出

削減のために国際的なプレッシャーを受けている金融機関にとっても有意義と考えられま

すので、そうした観点から、金融庁としても経済産業省とも連携をして協力してまいりた

いと考えております。 

 以後のページは参考資料でありますので、適宜御参照ください。 以後のページは参考

資料でありますので、適宜御参照ください。 

 私からの説明は以上とさせていただきます。 

○西田戦略企画室長  ありがとうございます。 

 それでは、資料４をお願いしまして、デジタル庁お願いいたします。若干は７分以内と

させていただきます。 

○デジタル庁（村上統括官） よろしくお願いします。デジタル庁でございます。 
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 まず１ページ目、循環型経済構造、「つくらない、捨てない」サービスの必要性という

ことですが、何故デジタル庁がサーキュラーエコノミーの話をし出すのかということで言

いますと、実はデジタル田園都市国家構想を進めていく背景にこの論理があるということ

を御説明させていただきたいと思います。次のページをお願いします。 

 これも時々サーキュラーエコノミーの世界では使われている絵だと思いますが、人口が

増えている時期は検討・購入というフェーズの部分、ここが例えば１台150万円の車であ

れば販売台数が確実に増え、しかもどちらかといえば購買単価は徐々に、例えば「いつか

はクラウン」という言葉が昔ございましたけれども、上がってまいります。この検討購入

フェーズでのマーケットが確実に広がっていくので、その手前の部分に長いバリューチェ

ーンをつくって新たな産業の参入を引き起こすことは経済学的に合理性があるから、もの

づくり中心の経済ができ、それが昭和の時代の高度経済成長を引っ張っていった。その結

果、大量生産・大量消費のロジックにつながっていく。サーキュラーエコノミーの面から

見るとこのように解釈をすることができると思います。 

 それに対しまして、「『利用価値』重視」と書いてございますけれども、人口が減少フェ

ーズに入りますと、当然でございますが車の販売台数は必ず落ちます。加えて価値観の多

様化の時代を迎え、「いつかはクラウン」でなく、お金のある方でも、当然外車やフェラ

ーリが好きという方もいらっしゃいますが、お金持ちになったって小さいＥＶ車でいいと

いうような方もたくさん出てくるという意味では、検討・購入のところを出口に産業の絵

を描いていくと、お互いのパイの取り合いしか起きないということになります。 

 例えば、上の時代に製造原価120万の車を150万で売っていたとすれば、昔はその150万

を値上げしながらたくさん売っていたほうが合理的だったわけでございますが、今後は、

120万の車で例えば１週間で２万円稼げるカーシェアサービスを考えますと、１年間で

100万、３年間で300万のキュッシュを上げ、120万の製造原価の間にサービスコストを生

産性高く収めた方が、むしろ儲かるであろうと。これは裏側から見れば、約１割程度しか

ないといわれている自家用車の稼働率を、結果として、車当たりでいえば３割前後に上げ

ていくという作業にもなり、シェアによる効率の向上にもつながっていくということでご

ざいます。 

 15ページに、共助ということを大きく説明しているページがございます。何故このよ

うなことをデジタル庁が言うのかということを、右側のボックスの一番上のバス・タクシ

ーの例で御説明をさせていただきます。例えば人口７～８万人くらいの市でありますと、
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バス会社が２社、タクシー会社が２社。家族経営だから夜６時以降は営業が難しいですと

か、バスである以上はこれ以外の時刻には運行できませんという中で、実際に需要の方を

見ると、ライセンスを返された高齢者の方が６時以降の移動手段がない、急な通院を運べ

ない等々、需要はあるにもかかわらず、供給しているバス会社、タクシー会社４社がみん

な経営が苦しいと言っている。これが地方経済で起きていることの実態でございます。 

 これは組み替えるしかないだろうと。バスやタクシー会社４社が、スマートシティだと

いってそれぞれでばらばらに自動走行車両のインフラに投資をしていたら、全員回収でき

ません。これから、地域公共交通サービスのインフラとしてどういう切り方をするか、管

理インフラや予約システムだけなのか、それとも自動走行車両まで含めてなのか、協調領

域と競争領域の区別の仕方についてはいろいろなタイプがあろうかと思いますが、いずれ

にせよ、あらゆるサービスがベースとなるデジタル基盤を共助のビジネスモデルに応じて

組み替え、共同で投資をし、十分な質と量の投資を確保した上で、改めて競争領域として

のサービスを切り分けていく。 

 こういう産業構造の組み替えをいたしませんと、需要があるのに供給が足りないといっ

た事態を解消できませんし、アナログ時代のままのテクノロジーでデジタル配線などでき

ないはずだろうと。実はこういうギャップを乗り越えるために、デジタル田園都市交付金

TYPE2/3というところでは、こうした産業構造の組み替えにチャレンジし、ベースとな

るデジタル基盤を共助の思想で組み替えた上で、もう一度サービスを再構成する。これは

地域診療インフラを考えても、学校と担任の枠を超えて子供に様々な学びの機会を与えて、

なお学習指導時間にカウントするためにも、副業・兼業を積極的にやろうとする労務管理

や税務申告等を簡易にするためにも、いずれにとってもこういう共助の領域の切り出しが

必要になってまいります。実はデジタル庁がデジタル田園都市でデジタルを進める観点か

らも一番悩んでいるのは、この基盤の投資をみんなで一緒にやるというところをどうやっ

てビジネスモデルとして切り出すかという部分でございます。 

 あとはざっと流させていただきますが、資料元に戻りまして４ページ目、サーキュラー

エコノミーがもたらす変化とは、このページでございます。結果としてシェアリングエコ

ノミーが進みますので、自動車の利用率は上がります。リサイクルや省資源化が進み、ま

さにクリーンエネルギー戦略にも貢献できると思います。生産主体からサービス主体への

産業構造の転換ということで、生産性の低迷にあえぐ地域経済に対するダイレクトなイン

パクトということになります。 
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 次のページ、シェアリングエコノミー協会の活動の御紹介に入ります。その結果起きる

ことを先取りして活動していらっしゃる方々がいらっしゃいます。シェアリングエコノミ

ーには、空間、移動、お金、スキル、モノ、様々ございます。 

 次のページでございます。シェアリングエコノミー協会さんは、こういった形で既に、

結果として起きるシェアリングエコノミーの様々な形態について支援をする活動をしてい

らっしゃいます。 

 例えば次のページ、シェアエコ安心検定といったシェアワーカー向けのものでございま

すとか、次のページ、シェアリングエコノミー認証制度といったようなシェア事業者向け

の認証制度でありますとか、10ページのシェアリングエコノミー伝道師制度でございま

すが、こういったシェアリングエコノミーの持っている含意や進め方について推進いただ

ける伝道師を十数名、まずは第１弾として認定をさせていただき、活動を始めていただい

たところでございます。 

 次のページがデジタル田園都市国家構想の取組ということで、12ページにデジタル田

園都市国家構想のイメージ図が描いてございますが、その次の13ページで、ややこちら

の側から見たときのコンテクストを御説明いたします。Step２という部分で、現在山の

ような交付金、支援金、いろいろなものがプロジェクトとしてございますが、人の流れを

つくる、仕事をつくるという部分で人がいない状態でプロジェクトが立ち上がる。エクイ

ティをきちっとつけるという部分が圧倒的に弱いということで、次のページでございます。

最終的には、補助金のサービスやメニューを追加・充実するだけではなく、スタートアッ

プエコシステムをつくる、新事業ができる、そこに市民が参加をする、その好循環の中で

Well-beingが上がっていく。これが先程見ていただいた共助のビジネスモデルで、サービ

ス事業者間の協力を引き出し、それが結果として積み上がることで、本当のシェアリング

エコノミーができるということでございます。 

 最後に一言、臨調の動きでございます。17ページを御覧いただきますと、目視規制、

実地監査等ございますが、その次の18ページ、例えば作業員による検査・点検をこうい

った形でＩＴの導入に置き換えますと、生産性が５倍に上昇するということでございます。

今回はお時間の関係もあって、この１例だけしか示しておりませんが、実は規制改革はク

リーンエネルギー戦略につながる、ＩＴへの置き換えによって生産性は上がるということ

でございます。 

 19ページ、最後のページでございますが、御説明したとおり、シェアリングエコノミ
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ーの推進、そのベースにあるデジタル基盤の構築、デジタル臨調の取組ということで、全

体クリーンエネルギー戦略に貢献をしてまいりたいと考えてございますので、以後、お見

知りおき頂戴できれば幸いでございます。 

 デジタル庁からは以上でございます。ありがとうございました。 

○西田戦略企画室長  ありがとうございます。 

 それでは、資料５に基づきまして、総務省からよろしくお願いいたします。時間は２分

以内とさせていただきます。 

○総務省（杉田課長） 総務省の地域政策課長の杉田です。２分時間をいただいておりま

す。コンパクトな資料にしたつもりですので、説明します。 

 １ページでございます。地域の脱炭素に取り組んでございますが、我々、このような取

組で、体系でやっております。まずプロジェクトの支援、人材の支援、事業立ち上げの支

援等やっています。順番に説明させていただきます。 

 次の２ページでございますが、まず計画づくり、インフラプロジェクトでございます。

これの肝でございますが、真ん中の黄色の赤字の部分、各省連携、農水省、エネ庁、国交

省、環境省さん、ここで勉強する仕組みをつくっていますので、地方から御相談があれば

各省のエキスパートの方につなぐといったこともやっております。それでいい計画をつく

っていただくという形にしております。 

 次でございます。地方からの声でございますが、アドバイスが欲しいという声がござい

ますので、新たに外部専門家を招聘するための支援経費について補助をしております。 

 次でございます。これも新規事業でございますが、ローカル脱炭素プロジェクトの事業

立ち上げ支援。ローカル10000ということで、様々な観光について支援しておりますが、

脱炭素については補助率をかさ上げして、国費４分の３でございます。ポイントでござい

ますが、民の事業に対して、公費による補助と地域金融機関の融資により事業を立ち上げ

ようとするものでございます。最近、日本銀行さんで気候変動融資についてゼロ％融資を

されていますので、地域金融機関にもお金が流れる、そういう仕組みができております。

この事業で積極的に地域の脱炭素を進めてまいります。 

 次でございます。５ページでございますが、私ども自治大学校というものがございます。

真ん中でございますが、令和４年度から自治大学校で２泊３日の研修をいたします。地方

公共団体で企画・立案を担う中核の職員、課長、課長補佐クラスでございます。環境省さ

んとも協力しまして、しっかりしたコンテンツをつくってまいります。 
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 次でございます。公共施設の脱炭素化でございます。現在、地方公共団体、様々な施設

の改修あるいは統合、こういったものがあるわけでございますが、その際に、脱炭素化事

業については有利な財政措置を講じております。具体的に言いますと、ＺＥＢですとか省

エネ回収ですとかそういったものまで視野に入れまして、交付税措置は手厚い地方債の発

行、これは公営企業も同様でございます。 

 次のページでございます。以上が地域の脱炭素でございますけれども、それ以外に、い

わゆる情報通信の関係で研究等やっています。これは全部共通でございますが、消費電力

を低めるための研究でございます。機械伝送技術ですとかByond5Ｇですとか、次のペー

ジでございますけれども、テラビットの伝送技術ですとか、こういったものについて総務

省の研究機関で対応しているところでございます。 

 ２分でございますので以上でございます。 

○西田戦略企画室長  ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、資料６に基づきまして外務省からよろしくお願いいたします。 

○外務省（大髙課長）  外務省気候変動課長の大髙です。３点に分けて御説明をしたい

と思います。 

 第１点目、各種国際機関及び他国との連携でございます。脱炭素化が大きな流れになる

中で、国際社会において各種国際機関、各国との連携、これはますます重要になってきて

おります。ＣＯＰをはじめ、またＧ７等の国際会議においても、エネルギーや気候変動に

関する議論はこれまでになく活発になってきております。こうした中で外務省としまして

は、関係省庁とも連携をしましてＩＥＡ（国際エネルギー機関）等の国際機関、そしてＧ

７などの枠組みを通じた各国との連携を通じまして、ロシアへのエネルギー依存の低減、

産油国や途上国における脱炭素化に向けたエネルギー転換の促進、また太陽光パネルや蓄

電池などの再エネ機器に必要な重要鉱物資源の安定的確保、国際機関への人材派遣、こう

いった取組をさらに進めてまいります。 

 各国との連携で、具体的にはＧ７、Ｇ20、こうした枠組みにおきまして、クリーンエ

ネルギー分野における脱炭素技術、関連ノウハウを日本に有利な形で展開していくに当た

りまして、国際的ルール形成に関連する部分も含めて適切に対応していく、そして関係国

への連携を進める、こういった取組を進めてまいります。 

 また、エネルギー分野におけるロシアからの依存の低減、そしてエネルギー安全保障と

脱炭素化目標の両立、この必要性について、各国との理解を深めるべく対応してまいりま



- 16 - 
 

す。次のスライドをお願いします。 

 ２点目、ＯＤＡを活用した脱炭素化に向けた取組でございます。日本は、途上国のエネ

ルギーの安定供給、そして気候変動対策を踏まえた現実的なエネルギーの移行に向けた開

発、人材育成、能力構築などの支援をＯＤＡを通じて推進してまいりました。各種の発電

システム、グリッド関連の再生可能エネルギーの主流化、省エネその他再エネ、人材育成、

こうしたことを進めてまいります。 

 今後の支援策として、国が決定する貢献などの計画の策定支援、カーボンニュートラル

を念頭に置いたエネルギー・電力のマスタープランの作成の協力、クリーンエネルギーの

普及、エネルギー転換や気候に配慮したインフラの整備、こうした取組をＯＤＡを活用し

て、また、その他のスキームとも連携をしながら脱炭素化に向けた途上国支援、これをさ

らに推進してまいります。３点目、次のスライドをお願いします。 

 二国間クレジット制度（ＪＣＭ）の積極的な活用でございます。こちらは関係省庁とも

連携をして取り組んでおります。途上国などに脱炭素の技術、製品、システム、インフラ、

サービスなどの普及、対策を実施して、クレジットを相手国と分け合うことを通じて我が

国のＮＤＣの達成、そして温室効果ガスの削減・吸収への貢献を自主的に実施する、こう

した取組を17か国と二国間文書を結びまして、200件以上のプロジェクトの実施を進めて

いるところでございます。 

 今後は、ＣＯＰ26、昨年の10月から11月にかけて行われた会議において、パリ協定の

６条、このルールが合意されましたので、ＪＣＭをより一層積極的に活用していく。この

ためにパートナー国をしっかりと拡大していく、この取組を強力に進めてまいります。ま

た、日本のＮＤＣの達成に活用するために、関係省庁とも連携しつつ、官民の連携で

2030年までの累積で１億トン－ＣＯ２程度の排出削減・吸収量を目指すという取組を引き

続き進めてまいります。 

 外務省からは以上でございます。 

○西田戦略企画室長  ありがとうございます。 

 それでは、資料７に基づきまして文部科学省から御説明をお願いします。時間は５分以

内とさせていただきます。 

○文部科学省（林審議官）  文部科学省研究開発局担当審議官をしています林と申しま

す。よろしくお願いします。それでは、資料１ページ目をお願いします。 

 文部科学省では、主に３つの観点、中長期的な視点での技術革新を支える基礎・基盤的
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な研究開発、将来にわたって経済社会を担っていく人材育成、そして学校施設のＺＥＢ化、

こうした観点から炭素中立型の経済社会の実現に向けた貢献というものを検討しておりま

す。３ページ目に飛んでいただけますでしょうか。 

 特に基礎・基盤的な研究開発について、我々としての抜本的な強化が必要ということで、

３ページ目にあるような新たな施策展開というものを検討しているところです。趣旨とし

ては、背景の３つ目以下にありますように、我が国では2021年にグリーンイノベーショ

ン基金が造成されて、企業中心の研究開発あるいは産業基盤の底上げというのは進みつつ

あると考えていますけれども、それをさらに支えていく基礎・基盤の研究分野では、研究

分野の間の垣根であるとか、内容が近視眼的になっている、若い研究者の能力を生かして

ない等々、いろいろな問題点が指摘されており、また、事業規模も30億円と少し小規模

であると。こうしたことを踏まえまして、我々としては、ＧＩ基金と連動しながら、飛躍

的に成長を遂げるクリーンエネルギーやバイオものづくり、こうした分野で基盤となる研

究開発を抜本的に強化していこうというふうに考えております。 

 具体的には、このページの下側の左側にありますように、グリーン成長戦略の重点産業

分野につながり、日本のアカデミアが強い技術領域、ここを中心に、単に要素技術の基礎

研究ということではなくて、複数技術のすり合わせが必要となるエンジニアリング等々や、

メカニズム解明の統合的な研究開発を企業側、経産省側とも連携をしながらやっていくと

いうようなことを今検討しているところでございます。次のページをお願いします。 

 次のページは、脱炭素電源の研究開発ということで、１点目は原子力ということでござ

います。文科省におきましては、ＪＡＥＡを中心に、その機構が保有する高温工学試験研

究炉（ＨＴＴＲ）や高速実験炉（常陽）の安定的な運転を通じて、人材や技術の維持、研

究開発の加速化を進めるとともに、革新的な原子力システムの開発推進に向けた基盤づく

りを進めていくということをしております。次の５ページをお願いします。 

 将来のクリーンエネルギーとして期待される核融合につきましても、ＩＴＥＲ計画等の

国際プロジェクトを最大限に生かして、必要な技術の研究開発と人材育成を進めて将来に

備えていく、こういった取組を進めているところでございます。次の６ページをお願いし

ます。 

 また、気候変動リスク評価に関しまして、このページの真ん中からちょっと下、ピンク

色のところにありますけれども、財務リスク、グリーンファイナンス、サステーナブルフ

ァイナンス評価に必要な科学的な知見、これを創出するとともに、これらの知見を活用し
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た分析手法等の研究開発を実施し、気候変動財務リスクの評価等での活用を視野に入れた

気候変動予測データ等の利活用に関するガイドラインの検討等を実施しているところでご

ざいます。次の８ページをお願いします。 

 次は人材育成についてでございます。人材育成につきましては、今、岸田総理を座長と

して教育未来創造会議というのを開催して議論を進めておりますけれども、その中でこの

グリーンの関係でいうと、グリーン人材育成に必要な理工系学部の入学者が諸外国と比べ

ても低いと。さらに、その中でも女性の割合が低いと、こういったような課題が指摘され

ております。こういった課題に対して、下の赤色のところの⑴にありますように、グリー

ン等の重点分野の学部等への再編・統合・拡充、こういったものについて、再編に向けた

初期投資等々で支援していくというようなことを検討しているとともに、この１．の⑶に

ありますように、女性の活躍促進ということで、理工農系を学ぶ女性増など、女性活躍プ

ログラムの強化というものを検討しているところでございます。次のページお願いします。 

 次のページは、これも人材育成の一環でございますけれども、大学が国、自治体、企業、

国内外の大学との連携を通じて、その機能の発信力を高める場として、文科省、経産省、

環境省で連携して大学等のコアリションというものを立ち上げてございます。こうした枠

組みの中で、下に書いてありますように、企業や自治体と議論をし、意見を聞きながら、

カーボンニュートラルの人材像・育成方法の整理・提示、あるいは大学等間の連携による

教材・プログラムの開発、こういったものに取り組むことによって人材育成に貢献してい

くと、こういった取組も進めているところでございます。 

 最後になりますけれども、学校施設のＺＥＢ化、資料の11ページをお願いします。公

共施設の中でも４割近くと大きな割合を占める学校施設について、既存施設も含めて率先

してＺＥＢ化を図るということで、地域へのそういったＺＥＢ化の普及拡大をしていくこ

とが必要だと考えております。 

 このため、公立学校あるいは国立大学等で財政支援整備等を通じて学校施設のＺＥＢ化

を積極的に推進するとともに、先導モデルなどを使って徹底した省エネ対策等を図った施

設整備を推進しております。これらの取組については、脱炭素地域への積極的な支援を図

るなど、関係省庁とも連携をして支援をしているところでございます。こういった取組を

通じて、さらに炭素中立であるための経済社会の実現に向けて取組を進めていきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 
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○西田戦略企画室長  ありがとうございます。 

 続きまして、資料８に基づきまして、厚生労働省から御説明をお願いします。時間は３

分以内とさせていただきます。 

○厚生労働省（鶴谷室長）  ありがとうございます。厚生労働省からは、人材育成の関

係で訓練企画室から御説明させていただきます。 

 まずは現状から御説明させていただきます。スライド、大変申し訳ございません、２枚

目を御覧ください。私ども厚生労働省では、ポリテクセンターをはじめとした職業能力開

発施設や都道府県、民間の教育機関などを通じまして、労働者の方や離職された方を対象

として職業訓練を行い、スキルアップ支援を行っております。現在行われている職業訓練

の中でも、太陽光発電システム、省エネ住宅、再生可能エネルギーに関する技術・知識を

付与する訓練を行っているところでございます。こうした訓練に関しましては、ずっと同

じというわけではなく、産業界、企業の方々からのニーズを踏まえまして、新しい訓練コ

ースを設定したり訓練プログラムを見直したりしているところでございます。 

 それでは、資料戻っていただきまして、脱炭素に向けた今後の人材育成、職業訓練につ

いてのほうを御覧ください。先ほど申し上げましたとおり、私どもとしては、できる限り

人材ニーズに応じて訓練の見直しをしているところでございます。今後、クリーンエネル

ギーが推進されまして労働者にも新しい技術が必要だということになれば、ニーズに合わ

せた人材育成をしていきたいと思います。資料の上段ですけれども、関係省庁様とも連携

しながら、まずはどのような産業、職業がクリーンエネルギーの対応として求められてい

るか、新しい産業、職種においてどのようなスキルが求められるか、そのスキルを習得す

る人がどのくらい必要になるかといった整理をしつつ、ニーズを反映した訓練の設定がで

きる仕組みも最近用意したところでございますので、職業訓練などの人材育成支援ができ

るかと思います。 

 以上です。 

○西田戦略企画室長  ありがとうございます。 

 それでは、資料９に基づきまして、農林水産省から御説明をお願いいたします。時間は

５分以内とさせていただきます。 

○農林水産省（岩間課長）  お世話になります。農水省環境バイマス政策課、担当の研

究調整課長の岩間と申します。本日は、クリーンエネルギー戦略ということで、まさに国

民一人一人の生産活動、生活スタイル、こういったものを炭素中立型に転換していくとい
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うことで、今、省として推進しております「みどりの食料システム戦略」、これが合致し

ているのではないかということで、考え方を御説明させていただきたいと思います。次の

ページお願いします。 

 今日は、少しお手元の配付資料を再編集した説明参考資料ということで画面に投影させ

ていただいております。現状と課題ということでありますが、社会の温室効果ガス、左上

でありますが、農林業由来23％ということで、４分の１ぐらいを占めるということであ

ります。右側の図でありますが、実は約４％が排出されているということで、燃料による

ＣＯ２燃焼、稲作、家畜のゲップということでのメタンが多いということです。下の左の

ほうは、農業の課題ということで担い手の減少・高齢化が今後進んでいくと。右のほうは

食料生産を支える肥料原料、これはほぼ全てを輸入に依存しているという現状でございま

す。次のページお願いします。 

 ここからは配付資料20ページ以降を参考にしておりますが、かいつまんで冒頭説明さ

せていただきたいと思います。2050年カーボンニュートラルの実現に向け、ＣＯ２の吸

収・固定とネガティブエミッションが不可欠、技術開発が重要だということで考えており

ます。次のページお願いします。 

 農林水産業、まさにその活動を通じて大きなＣＯ２吸収源となるという産業であります。

世界的に農地土壌の劣化、森林・海洋資源の損失が懸念されるという中で、農林水産業の

特性を生かしながらＣＯ２の吸収・固定能力を最大限高める技術が注目されていると。各

国ともそうした研究開発に力を入れているという状況にございます。次のページお願いし

します。 

 御案内のとおり、昨年10月に決定されました「地球温暖化対策計画」、ここでは森林・

農地土壌のＣＯ２吸収量の中期目標を設定させていただいております。それから、次のペ

ージ以降で御説明しますが、昨年５月農水省が策定した「みどりの食料システム戦略」、

ここでも吸収源に関して、バイオ炭、高層木造建築、ブルーカーボン、そういった技術開

発と社会実装を掲げているということでございます。次のページお願いします。 

 こちらが「みどりの食料システム」の全体の概要ということであります。詳細は、副題

に書いてありますが「食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立」、これがイノベー

ションで実現するための方針だということであります。真ん中あたりに2050年までにＣ

Ｏ２ゼロエミッション等、そういった目指す姿を目標として掲げまして、革新的な技術開

発、既存技術の横展開を進めていくということであります。 
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 これによりまして、下にありますが、国内の経済、社会、環境それぞれをプラスにと。

あと、日本と気候、農業の形態など共通点が多いということで、下の１行に書いておりま

すが、アジアモンスーン地域として打ち出していこうということで、昨年９月、国連食料

システムサミットを行いましたが、こういった場で国際ルールメーキングに参画している

ということでございます。次のページお願いします。 

 こうした取組は当然生産段階だけでできるということではありませんので、その前の調

達、生産それ自体、加工・流通、消費、こういったものを食料システムとして一体的に捉

えて、それぞれを各段階で取り組んでいくということが大事だと考えております。次のペ

ージお願いします。 

 「みどりの食料システム戦略」、報道等では有機農業とよく結びつけられがちでありま

すが、全体でここに掲げております14の目標ということであります。また、今後2030年

の中間目標、こういうものも固めていきたいと考えております。次のページお願いします。 

 今ここの図にありますように、令和４年度、今年度を前提としてこの戦略をまず強力に

推進していこうということであります。上の箱にありますように、現場が安心して息長く

取り組んでいただけるよう、各種支援措置を法律に位置づけるということで、今国会でみ

どりの食料案を提出しまして、本日午前の参議院本会議で成立いただいたということであ

りまして、関係者の御協力に感謝申し上げます。予算としてでありますが、令和３年度補

正、４年度予算で意欲的な環境負荷低減の取組を後押しする33億円の交付金。あと、個

別政策もグリーン化を進めるということで進めます。また、右のほうには税制、機械施設

の導入を行いやすくする投資促進税制、それから改良資金等の金融措置も確保するという

ことを通じて、まさに今それらの措置を設けているということです。次のページお願いし

ます。 

 以上を踏まえて、資料の冒頭、１ページに戻らせていただきます。こういった意味のク

リーンエネルギー戦略の方向については、「みどりの食料システム戦略」に基づく変革を

推進し、持続可能な生産と消費を通じた新たな市場を国内外に創出し、成長と分配の好循

環、日本発のアジアモンスーン地域などの国際協調につなげたいということであります。 

 また、概要にお示ししたとおり、吸収・固定、持続可能な消費、日本発の国際展開、こ

ういった部分での2050年に向けた道筋、2030年の中間目標をお示しして、全体の工程表

に落とし込んで進めてまいりたいということであります。イノベーションについては、ム

ーンショット、グリーンイノベーション基金のほか、我が国と共通点が多いアジアモンス
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ーン地域との国際共同研究を推進してまいりたいということでございます。次のページお

願いします。 

 あと、図のほうが幾つかございますが、まずは飛ばしますが、ここは配付資料の９ペー

ジに相当する部分ですが、高機能バイオ炭ですとか土壌への炭素貯留、こういったものに

ついて、今まさに申し上げました政策的な支援措置等、それからイノベーション、これも

持続的なイノベーションと革新的なイノベーションを組み合わせてこういった工程に落と

し込んでいるということでございます。次のページお願いします。 

 これは林業ですね。この辺は次のページへどんどん飛ばしていただいて構いませんが、

林業についても森林の吸収。最後のページお願いします。 

 最後はブルーカーボンということで、藻がＣＯ２を吸収するということで、また詳細は

工程表に落とし込んだものとして今検討していると。まだ調整中でありますが、こうした

形で、全力で関係省庁とも連携しながら進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○西田戦略企画室長  ありがとうございました。 

 それでは、資料10でございます。資料10に基づきまして、国土交通省から御説明をお

願いいたします。時間は５分以内とさせていただきます。 

○国土交通省（松家課長）  国土交通省環境政策課長の松家でございます。１枚目をお

願いします。 

 国土交通省では、昨年12月に新たな「環境行動計画」を策定し、所管分野における脱

炭素化を推進しています。左側、運輸分野ですけれども、自動車等の各モデルにおいて、

電化、再エネや水素等の利用など各輸送機関の特性に応じたクリーンエネルギーへの転換

を計画的・戦略的に推進し、輸送事業や造船業をはじめとする関連産業における民間投資

の拡大を図ってまいります。 

 右側、住宅・建築物、まちづくり、インフラ分野におきましては、省エネ化や再エネ導

入等の取組を強化し、住宅建設等の関連産業におけるグリーン分野での事業投資の拡大を

促進します。次のページお願いします。 

 運輸分野です。自動車では新車販売での電動化目標を達成するため、事業用電動自動車

の導入補助等により普及促進を図るとともに、旅客物流における電動車の利用促進に向け

た実証を進めます。また、インフラ整備の観点から、ＥＶ充電施設の公道設置に向けた検

討、走行中給電システム技術の20年代半ばでの実証実験の開始を目指した研究開発等を
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推進します。 

 右側、物流では、ＤＸの推進やダブル連結トラックの普及による効率化、ドローン物流

の社会実装を推進します。また、公共交通や自動車の利用促進、脱炭素化に配慮した観光

地域づくりを進めてまいります。 

 その下、船舶では、昨年10月に我が国が率先して宣言した国際海運2050年カーボンニ

ュートラルの実現に向け、国際海事機関を通じた国際ルールづくりを指導し、来年夏には

新たな目標の合意を目指しています。その実現に不可欠なゼロエミッション船、世界に先

駆けて商用化し、カーボンニュートラルに貢献するとともに、我が国造船海運産業の国際

競争力を強化していく必要がございます。このため、26年よりアンモニア燃料船、また

27年より水素燃料船の実証運航を目指して技術開発を進め、国内の生産基盤の強化に取

り組んでおります。今月19日には、官民協議会を設置したところでございます。 

 右側、航空の脱炭素に向けましては、昨年12月に工程表をまとめて、今国会において

航空事業者の脱炭素化事業を計画的に推進するための航空法等の改正法案を提出し、現在、

御審議いただいているところでございます。具体的には、ＳＡＦの導入促進、航空機材等

への新技術導入、管制の高度化による運航方式の改善に取り組んでいます。ＳＡＦの導入

促進に向けた官民協議会は、本日設置をいたしまして、他のテーマについても早期に設置

する予定でございます。ＳＡＦに関しましては、30年の本邦航空会社における燃料の

10％をＳＡＦに置き換えるという目標を掲げております。国産ＳＡＦの開発や輸入ＳＡ

Ｆを含めたサプライチェーンの構築に向けた実証事業を進めます。 

 右側、鉄道でございます。鉄道資産活用型・沿線地域連携型の再エネ導入の事業可能性

について検討を進め、本年秋には官民協議会を設置し、事業者同士のマッチングを進めま

す。また、水素燃料電池鉄道車両の開発導入、ディーゼル燃料の活用に向けた調査を進め

ます。次、３ページ目をお願いします。 

 住宅・インフラ等の分野です。住宅・建築物では、30年度に新築におけるＺＥＨ・Ｚ

ＥＢ基準の水準の省エネ性能の確保を目指すということにしてございます。このため、建

築物省エネ法を改正し、25年度までに新築住宅を含む省エネ基準の適合義務化を行う方

針です。当方の改正案については、本日、閣議決定され、今国会で審議が行われる予定で

す。また、ＬＣＣＭ住宅やＺＥＨ・ＺＥＢの普及促進、省エネ改修や木材利用の促進を図

るため、予算、税制等の政策手段を総動員して取り組むことしてございます。 

 まちづくりでは、地域の脱炭素化に資する都市構造や街区単位での変革に取り組み、環
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境に配慮した民間都市開発事業を推進します。また、都市空間等におけるグリーンインフ

ラの社会実装を、官民プラットフォームを通じて推進してまいります。 

 下でございます。港湾では、水素等の国際サプライチェーンの拠点となるカーボンニュ

ートラルポートの形成を推進します。昨年12月に公表したマニュアルを活用し、全国の

重要港湾等において国土交通省、港湾管理者、関連企業との連携により計画策定を進める

とともに、港湾における脱炭素化技術の導入の実証事業を実施してまいります。 

 洋上風力につきましては、促進区域の指定等を円滑に進めるとともに、発電施設の建設

等に不可欠な基地港湾について、指定の見込みを本年度内に取りまとめる予定でございま

す。インフラにおける再エネの取組といたしまして、道路空間を活用した試験的な導入を

通じた太陽光発電施設の設置指針の策定であるとか、あるいは空港法の改正を通じた空港

関係者等による計画的な再エネ拠点化等の取組を進めてまいります。また、ダムの運用改

善等による未利用水力エネルギーの活用、下水処理場において、下水汚泥のほか生ごみ等

のバイオマスを集約する地域のエネルギー拠点化等を推進してまいります。 

 建設施工分野では、省ＣＯ２に資する建設材料等の技術開発、活用、ＩＣＴ施工やクリ

ーンエネルギーを活用した革新的建設機械の導入を推進します。 

 こうした施策を関係省庁や産業界とも連携しながら進め、地域の暮らしや経済を支える

幅広い分野において、クリーンエネルギーへの転換等に取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○西田戦略企画室長  ありがとうございました。 

 関係省庁の皆様、大変ありがとうございます。 

 ただいまの10府省庁からの説明に対する質疑応答、意見交換の時間とさせていただき

ます。 

 質問は、10府省庁にまとめて行っていただきまして、その後、各省庁からの回答の時

間とさせていただきます。また、各府省庁の発表に対する御意見につきましても、この時

間帯でいただければと思います。御質問や御意見を希望される場合は、いつものようにネ

ームプレートを立てていただくか、オンライン会議室上でのチャット機能でその旨をお知

らせください。御発言に際しては、どの府省に対するものかを明確にしていただき、お一

人２分以内でお願いいたします。２分経過の時点で、ベルとTeamsでのコメントにてお知

らせをさせていただきます。それでは、お願いいたします。 

 それでは、馬奈木委員お願いいたします。 
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○馬奈木委員  馬奈木です。ありがとうございます。私はコメントということで、各省

庁の皆様にかかりますので、１点のみさせていただきます。 

 カーボンニュートラルの大きな動きは、まず３つの点で非常に興味を持ち始めました。

それは、このＥＳＧ投資、ダイベストメント先として非常にカーボンというのはよかった

ということと、あとは特定の技術がうまくいった場合には、それを選択する投資家が現れ

て、少しずつでも現実の実現の道筋が見えたということであります。そしてその場合に、

もし推測でその産業が育つであろうという政治的な配慮があれば、進むことになります。

分かりやすい例として核融合、フュージョンを取り上げてお話ししたいと思います。 

 核融合は、私がおります都市研究センターも含めて関係しておりますけれども、この技

術というのは、永遠に30年後に実現するなど不明の技術だけど、その技術は実用化でき

ないというふうに昔から思われていました。例えば全米科学アカデミーですと、2028年

に実施判断をして、その後40年までに発電開始でありますとか、民間の技術がその流れ

に反しまして、例えばアメリカですと2030に発電、イギリスも同様に2030に原子炉完成

などを言っております。 

 その一方で日本政府の立ち位置としては、実用化ロードマップとして21世紀中庸の実

現化を目指すなどとしております。このように政策の大きな方向性と実質の現在の技術開

発が違うのは、ベンチャー企業が欧米でかなり増えたからであります。これが基となって、

その後に追随して政府系として公的機関が民間企業を支援しないといけないということを、

アメリカですとホワイトハウス核融合サミットなどでされました。この大きな意味合いと

しましては、公的プログラムというものは今回文科省さんなどされていますけど、リスク

を取りにくいというのがあります。その場合、基礎研究としては日本もトップグループの

一つでありますけれども、現場のほうがなかなか進みません。その中で例えば内閣府です

と、総合科学技術・イノベーション会議に入れ込むとか、または宇宙の事例などを参考に

国家ビジョン、閣議決定で基本法制定など、その結果として経産省、ＮＥＤＯなどで産業

創出につなげることも可能だと思います。 

 このような手順を踏むことで民間資金が得やすくなりますので、これからの方向性とし

ては、核融合に限りませんけれども、大型にサプライチェーンを通すような水素でいくの

か、またはメタネーションなどにいくのか、それとも多様な技術を今までどおりそれぞれ

の違うやり方で支援していくのかということが非常に議論になると思います。半導体、宇

宙産業等、これまでうまくいかなった例もあります。しかし元の基礎技術は、当時は一番
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できるレベルであったんですね。そういう中でのソフトな基本計画に向けた方向性と、そ

れを支援する民間資金をやれるようなものが常に必要になると思います。 

 以上、コメントです。ありがとうございます。 

○西田戦略企画室長  ありがとうございます。 

 それでは、河野委員お願いいたします。 

○河野委員  御説明ありがとうございました。日本消費者協会の河野でございます。 

 今回、各省庁様からカーボンニュートラルに対する取組、積極的に進めていらっしゃる

ことが確認できて、国民とするとよかったなと思います。 

 その上で、クリーンエネルギー戦略の実現のためには、総力戦で臨まなければ芳しい結

果は得られないのではというふうに思っています。各省庁の取組で連携協力できる分野は

あるはずで、そこでの知恵の共有や予算の効果的な使い方などにおいて、ぜひ縦割りにな

らずに全体を見通す形で計画の進捗管理をしていただきたいと思います。 

 その上で２点質問させてください。今回の提案で、クリーンエネルギー戦略を担う人材

育成について言及してくださっている内閣府、文科省、厚労省、環境省、総務省──すみ

ません、そこは私聞き取れたんですけれども、各省において対象やフィールドは多少違う

かもしれませんけれども、育成プログラム等で連携協力していくような計画などがあれば

教えていただければと思います。 

 ２点目として、カーボンニュートラル実現に向かって国を挙げて進んでいることを国民

に向かって周知・広報していくことが重要だと思っています。今回御報告いただいた各省

庁のホームページに、できれば統一バナーを張ることによって、現在進行形の状況をしっ

かりと知らせていくというふうな形で、周知・広報においても総力戦であることを示すの

が大事ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。２点質問させていただきまし

た。ありがとうございます。 

○西田戦略企画室長  ありがとうございます。 

 それでは、伊藤委員お願いいたします。 

○伊藤委員  ありがとうございます。何点かあるんですけれども、まず、これは外務省

さん、総務省さん、厚生労働省さんに関連してくるかもしれませんが、人口が日本は減少

していっている中で、例えば特定技能士、我々の製造業とかサプライチェーンなどはたく

さんの特定技能士さんを必要としているんですけれども、この枠を広げることによって、

インフラに携わる、例えばエネルギー分野に働いてもらう人たちを外国から入れてきて、
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彼らが特殊な技能、すばらしい技能を生かして、そのままもちろん長期滞在していただく。

移民とかではないです、長期滞在して、結果的に日本人と結婚していくということになる

と人口や増えていく。もしくはＯＤＡとかＪＣＭの話がありましたけれども、彼ら、彼女

たちが国に帰ったときに、そこでまたパートナーシップが生まれ、Win－Winの関係が生

まれるという仕組みになるのはどうなのかなと。 

 もう一つは文部科学省さんになるかと思うんですけれども、教育の部分では、もちろん

大学もそうなんですけど、低学年から平等の教育ではなくて、ユニークさ、個性を生かし

た教育人材を育てていかないと、行く行くこういうイノベーションを生み出す人材にはつ

ながらないのかなと思っております。 

 それからアカデミアに関しても、お金がつかないとそこに人材は行かないので、お金が

つくという仕組みづくり。さらには原子力の話もありましたけれども、これは原子力が再

稼働するんだとか、新しくまた生み出すんだという目的がないと、そこに人は集まらない

ので、この議論は前から言われていると思うんですけど、早いところやるのかやらないの

かはっきりさせてもらいたいと思います。 

 最後に、これは農林水産省さんなのかちょっと分からないんですが、自給率です。国の

自給率を上げていく。食の自給率ですよね。結局、海外から輸入していくということは、

飛行機を使うとか運搬費でＣＯ２を排出させているので、国内でもっと自給率を上げて、

今みたいな海外が不安定なときに物が入ってこないのではなくて、日本国内でしっかりと

蓄えられることと、あとはブルーカーボンなどの話もありましたけれども、森林とか水の

資源が簡単に外国人に買われてしまっている。買えてしまう制度があるので、これは守っ

たほうがいいと思うんです。ここで何かＣＯ２に関わる新たなビジネスを始めたくても、

もうこれは日本のものではないと。日本人が保有していないものだと。とても日本びいき

の外国人の方であればいいんですけれども、そうはいかない可能性もあるので、その辺の

厳しい法律などをそろそろ整備したほうがいいかなと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

○西田戦略企画室長  ありがとうございます。 

 それでは、工藤委員お願いいたします。 

○工藤委員  御説明ありがとうございました。改めて各省庁の皆さんの政策をお伺いし

ておりまして、政府一体となってグリーントランスフォーメーションに向けた取組が行わ

れているということがよく分かりました。 
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 一方で、各省庁様からの発表ですと、ある意味省庁さん毎の御説明であったので、各省

庁様の間の連携というのが分かりにくく、いろいろな政策が漏れなく取り組まれているの

かどうかが分かりにくかったので、本議論を取りまとめる経済産業省さんには、ぜひグリ

ーントランスフォーメーションという切り口で見たときの各省庁の位置づけ、役割の整理

をお願いしたいと思いました。 

 その上で、既存政策とも照らし合わせて省庁間の取組に抜け・漏れや重複がないかを確

認いただいて、限られた資源が効果的に投入されるよう検討を進めていただきたいと思い

ました。 

 また、前回も申し上げましたが、政策を新たに導入するに当たっては、政策効果の検証

が大変重要だと思います。企図する政策効果、インパクトが、30年、50年の視点でどの

ようなものになることを期待するのか。個別政策ごとにＰＤＣＡサイクルを回して、元々

企図した政策効果が得られたかどうか、もし企図したものが得られていないのであれば、

その要因を都度分析し、見直していっていただきたいと思いました。 

 １点御質問、デジタル庁様にお願いしたいんですが、15ページの共助という問題につ

いて非常に感銘を受けたというか、今の日本に非常に大事なことだと思いました。これは

グリーンだけではなくインフラの維持や産業の維持、ひいては国民生活の維持、産業競争

力の維持として、もっと競争だけではなくて、まず共助の部分でどうやって成り立ってい

くのかというのをつくらなくてはならず、それをデジタルでというのは非常に大事だと思

いました。ただ、やり方に悩んでいるというお話があったと思うんですけれども、これを

進める上でのハードル・チャレンジについて、どういったものがあるか御教示賜れればと

思います。よろしくお願いします。 

 以上です。ありがとうございました。 

○西田戦略企画室長  ありがとうございます。 

 それでは、大下オブザーバーお願いします。 

○大下オブザーバー  各省庁、御説明ありがとうございます。最初に委員長のほうから

お話があった、どの程度投資が必要で、それをどう引き出していくのかという観点から、

３点コメントさせていただきたいと思います。 

 これまでも繰り返し申し上げてまいりましたが、１点目、一番大事なのは、今皆さんお

っしゃいましたが、極めて範囲が広くて複数省庁で重複も見られるように見えますので、

ぜひ全体像と道筋、どこに重点分野を置いて何を優先してやっていくのかというのをしっ
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かり整理して示していただくことが重要かと思っています。これがビジネスの予見性を高

めて、民間による参入挑戦闘志を引き出すことに何よりつながるというふうに思っていま

す。 

 ２点目ですが、では、今申し上げた重点分野と優先順位。重点分野をどこに置くか。

我々の立場からすれば技術革新、これ以外にないと思っています。脱炭素効果、経済成長

への効果、両方考えればこれ以外にはない。新技術の開発や実装、ビジネス化、さらには

海外展開まで含めてスピード感を持って進めていく必要があって、全世界がこれからこの

競争に入る中で、この先、これらの技術を売る国になるのか買う国になるのかは大きな違

いがあると思います。 

 そういう意味で考えると、今グリーンイノベーション基金２兆円と言われている。残念

ながら余りに迫力不足だというふうに思っておりまして、より大きな民間の投資を呼び水

となって引き出すためにも、大胆な投資拡大をぜひお願いしたいと思います。分野で申し

上げれば、幅広くなりますが、水素・アンモニアあるいは既存のインフラを使えるメタネ

ーション、太陽光の余地が乏しい中での浮体式の洋上風力発電、そして何より原子力、こ

れらの分野の重点投資を期待しますし、先ほど申し上げた優先順位というところでいいま

すと、３月に東京電力管内で需給の逼迫がありました。他方で、すぐ直後に九州、四国あ

たりで太陽光電力が超過してしまって出力制御を行いました。こうしたアンバランス、残

念ながら自然エネルギーによる出力変動というのは避けられないですが、これをカバーす

るための地域間の送電網とか蓄電、この設備はかなりお金がかかる部分ですけれども、優

先的に進めていく必要があるのではないかなというふうにも感じています。 

 最後、会議所の立場として中小企業の脱炭素について申し上げておきたいと思います。

残念ながら足元で中小企業、コロナ下、相当資金的余裕は厳しいです。エネルギーコスト

の上昇もかなり負担となっています。前向きに各地域、企業が取り組めるような工夫が非

常に必要かなと思っています。そのためには、従前から申し上げていますけれども、中小

企業の脱炭素について、知る、はかる、減らす、必要性を理解して実際の排出量をはかっ

て、それから削減に向けた設備投資、これらの支援というもの、しっかりこれについても

お願いをしたいと思います。 

 こうした取組、各地域における脱炭素の取組を、自治体が地元の企業や産業界をしっか

り巻き込む形で、自らが目指す全体像と道筋を描いて取り組んでいくところに重ね合わせ

ていくことで、地域の資金の呼び込みが可能になるのではないかなというふうに思ってい
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ます。 

 私からは以上です。ありがとうございます。 

○西田戦略企画室長  ありがとうございます。 

 ちょっと時間が押していますので、皆様、コンパクトにお願いいたします。 

 関根委員、お願いいたします。 

○関根委員  ありがとうございます。まず、エネルギーの多元化について１つコメント

したいと思います。 

 ともするとエネルギーソースの一元化が重要とおっしゃる方もおられるかもしれません

が、現在の日本を見ても、ガス、電気、そして石油、あるいはＬＰＧ、こういう多様なソ

ースをリスクヘッジしながら、多様なカウントリーリスクの中で、島国でうまく運用して

いるということを考えなくてはいけない。そういう点ではこれからの再エネの時代も、一

本足ではなく、カントリーリスクをヘッジしたマルチなところでのリスクヘッジというの

が非常に重要と思います。 

 それから、各省庁の中で２点だけ申し上げたいと思います。 

 まず厚労省、人口減の中でグリーントランスフォーメーションというところを背負う中

で、労働の問題というのはこれから非常に重要だと思っています。この辺、もうちょっと

分厚い政策を期待したいというふうに感じました。 

 デジタル庁については、グリーン田園構想というのは面白いんですけれども、ともする

と環境省の地域循環共生圏、これからのＭＥＴＩのグリーン成長戦略の一部とかぶるとこ

ろもあるかと思いますので、このあたり、うまくリンクをしながら、デマケということで

はなくコラボをしながらうまくやっていただくといいのではないかと感じました。 

 以上です。 

○西田戦略企画室長  ありがとうございます。 

 それでは、玉城委員お願いいたします。 

○玉城委員  ありがとうございます。琉球大学とＨ２Ｌ株式会社の玉城です。コンパク

トにお話しします。各省庁の皆様、様々な施策について御教示いただき、ありがとうござ

いました。 

 多数の政策が各省庁で発表されており、データ収集と分析が長期的なグリーンイノベー

ションにおいて重要の要素、かつ急務な事項だと考えられます。２つほど質問させてくだ

さい。 
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 １つ目、金融庁の方にお伺いしたいです。資料３のＥＳＧ評価機関の行動規範をはじめ

とする投資、どの程度カーボンニュートラルに貢献しているかチェック項目があるという

ところ。チェックの多数だけではなく、ファジーかつ定量的な評価項目はございますでし

ょうか。また、監督した結果の集約はされるのでしょうか。その点伺わせてください。 

 ２点目です。事務局とデジタル庁に質問させてください。各省庁で実施し集約されたデ

ータというものは、次年度の施策実施効果によるＣＯ２排出量削減や経済効果の推定には

とても重要なものだと思われます。最終的に集約されたデータというのは、どこで現在管

理され、あるいはこれから管理される予定なのか教えていただけますと幸いです。 

 各省庁のアウトプット、つまり政策・施策に加えてアウトカムを集計することで、ＣＯ

２の排出削減量だとかコストパフォーマンスや経済効果、少なくとも３つの政策効果の推

定量が必要になると思います。特にこのような先取りの政策が必要なグリーンイノベーシ

ョンの分野においては、政策効果の推定量は次の政策・施策を考えるためには必須な情報

であると思われます。先ほどの河野委員や工藤委員のお話にもありましたが、政策効果や

国民の理解という意味では、先ほど話しましたデータの収集・管理、推定、公知、こちら

は急務の事項だと考えられます。 

 以上です。ありがとうございます。 

○西田戦略企画室長  ありがとうございます。 

 それでは、白坂委員お願いします。 

○白坂委員  ありがとうございます。慶應大学の白坂です。コメント１点と質問２点を

短くしたいと思います。 

 まずコメント１点は、もう皆さんがおっしゃっていたとおり、全体像がすごく難しいの

と、その取組の位置づけ、連携というものがバラバラとしか見えないのでそれをなんとか

できるといいかなと思いました。以前に一度言ったことがあるんですが、宇宙産業の分野

で宇宙基本計画というのがあって、その中に工程表というのがありまして、全ての省庁の

取組が工程として全部が一覧化されているというか、カテゴリーごとにまとめられていま

す。なので、省庁ごとではなくて関係するカテゴリーごとに集めてあって、一覧で見られ

るという形になっていまして、これで関係性を我々よく議論したりするので、まさにこれ

だけ、本当に各省庁たくさん取組やっているので、何かそういう仕組みがないとなかなか

全体像は見えないかなというふうに思いました。これはコメントです。 

 質問が環境省さんとデジタル庁さんにあります。環境省さんには、簡単な質問なのです



- 32 - 
 

が、15ページ、16ページに中小企業の排出量の推定、カーボンフットプリントを計算す

るのに必要ということで、できるようにする必要があるというのが出ていたんですが、ど

れぐらいをターゲットにしているのかということを知りたいなというふうに思いましたの

で、いつ頃を目指してやろうとしているのかを教えてください。 

 ２点目、デジタル庁さんです。デジタル庁さんの取組は、前々から知ってはいるのです

が、確かに今日の説明を聞いて、再度位置づけを考え直しました。後半にもつながるので

すが、グリーンというのは直接的には誰の価値になるか分かりづらく、社会全体の価値な

ので、その価値をダイレクトに持つ人、受け取る人からお金をもらうというのはすごく難

しい。こういったときのビジネスの形態として、デジタル庁さんのシェアというのは、基

本的には結果的にグリーンも一緒にできる。つまり、違う価値を誰かに提供することをセ

ットでグリーンがなるようにしているというので、まさにデジタルを使ってグリーンをト

ランスフォーメーション、何かＧＸでもＤＸでもないＤＧＸのような、本当にこの２つが

きれいに融合している例だなというふうに思いました。 

 なので、このきれいに融合しているというのをさらに進めないといけないと思っていま

して、デジタル庁さんは分かっていると思うんですが、今のシェアをさらに、単独ではな

くてそれらの連携というのがさらにデジタルで強くなる。いかにその連携をしていくかを

考えるときには、そこだと単独の中で考えているだけでは駄目で、全体の仕組みを考える

必要が必ず必要になってくる。この全体を考える仕組みのところをデジタル庁さんがやっ

てくださっていくのかなというのと、そういうふうな考えで正しいでしょうかというのを

お聞きしたいと思いました。 

 以上です。 

○西田戦略企画室長  ありがとうございます。 

 それでは、林委員お願いいたします。 

○林委員  今、皆様のおっしゃったとおりのことの繰り返しになるんですけれども、こ

れだけ10省庁の皆様がそれぞれに取り組んでいて、それなりに重複があるなというのは

おっしゃったとおりだと思いますので、連携されていると思いますけれども、くれぐれも

無駄のないようにということを改めて感じました。 

 その上で、ＫＰＩ、具体的な成果というものがちゃんと定量化して分かるようにという

ことが大事で、そこが例えばデジタル庁さんなのか経産省さんなのか、各省庁の協力の下

にそれぞればらばらに何かやって終わったというふうにならないようにぜひというふうに



- 33 - 
 

思います。 

 あと大事なこととして、技術革新ということもありましたけれども、何よりも、多分人

材の育成と雇用の流動化ということがこれから起きると思いますので、そこはいろいろな

ところが、いろいろな省庁さんが人材の話をされていましたけれども、厚労省さんのお話

を聞いていて少し違和感を覚えましたのは、各省庁からどのような対応が求められますか

というのをお聞きになった上でそれからアクションをとるというようなことだったと思い

ますけれども、一緒に前向きに少し予見しながら早くやっていかないと、いろいろな問題

が出てくるんじゃないのかなという印象を持ちました。 

 最後に、直近のウクライナ問題ということで、いろいろな自給率の話ですとかエネルギ

ーの安全保障ということがあると思うんですが、その観点もぜひ、全ての省庁のところで

議論されていたようには思わないんですけれども、大きな問題だというふうに思いますの

で、それも意識していただければというふうに思っております。 

 以上です。 

○西田戦略企画室長  ありがとうございます。 

 後半戦もあるものなので、この後もコンパクトにお願いします。重竹委員、お願いいた

します。 

○重竹委員  府省庁の御説明ありがとうございました。大変勉強になりました。 

 私からはちょっと感想めいた話になってしまいますが、省庁の皆さんの御説明を伺って、

濃淡があるなというのが率直な印象です。いい悪いではなくて濃淡というふうに申し上げ

ます。なぜかというと、関連業界がはっきりしているところ、例えば農水省さんとか国交

省さんは、比較的クリーンエネルギー戦略に直結したことをすぐ考えやすいのだろうと思

いました。一方で、機能的なものを提供している省庁だとなかなか難しいのではないかと。

ただ、このクリーンエネルギー戦略の話というのは、100年に一回の大きな変革の話をし

ている、それがグローバルで起きています。それを我々が乗り切って、日本がしかも勝つ

ということを考えるためにはいろいろな切り口での話があるはずです。そういう観点でも

う一回各省庁の皆さんに、大きな抜け・漏れがないか、自分のところだけではできないが、

どこかと組んだらこういう大きなことができるとか、何かそういう課題がないかというの

を見直していただいたらありがたいです。 

 河野委員もおっしゃっていましたが総力戦、日本の英知を結集するというのが今求めら

れていると思います。例えば地政学の問題、勝つためにいろいろな戦略を検討するには、
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例えば欧州の思惑、米国の思惑、これをどうするのかとか、そのために東南アジアをどう

味方につけるかとか、中国とインドの距離感をどうするのかとか、こういったことがクリ

ーンエネルギー戦略の中でも求められてくると思います。こういうものをつくっていくと

いうのは、やはり省庁横断でやっていくべきなのかなと。 

 それから、これは関根委員もおっしゃっていましたが雇用の問題。これは一見、余りク

リーンエネルギー戦略とは関係ないようですが、これだけ大きなインフラの変化が起こる

と、とてつもなく大きな雇用の変化をもたらすと思います。そういった中でクリーンエネ

ルギー戦略を実現するための大きな労働市場の変化、これに対して労働市場の流動化とい

う問題、これをどうするのかということを検討するのも必要なのではないでしょうか。こ

れ以外にもグローバルな標準化、ルールづくりの問題とか国内のインフラをどういうふう

につくっていくのかとか、省庁をまたぐ点がたくさんあります。 

 省庁の連携の話、連携してくれと言うのは簡単ですが、どうすればいいのかというのは

私も全く答えはありません。ひょっとしたらクリーンエネルギー戦略の中で、この会議で

議論したことを発信していく中で、具体的に省庁横断でどういう課題に取り組み、どう行

動していくかが見えてくるということになっていくのかなということも感じた次第です。 

 私からは以上です。 

○西田戦略企画室長  ありがとうございます。 

 秋元委員、お願いいたします。 

○秋元委員  ありがとうございました。私も各省庁が見ている世界を全体見させていた

だいたのですが、それぞれ濃淡があって、それぞれが見ている世界が少し違うのかなとい

う感じの感想を正直持ちました。 

 私的には非常に感慨深かったというか、私の見ている将来の世界観が、デジタル庁のプ

レゼンに非常に私は共感を得て、むしろデジタル庁というか村上さんが見ている世界なの

かもしれませんけれども、非常に共感深かったということです。 

 私も経産省の委託もあって、国際的にデジタルとエンドユースのＣＯ２削減というとこ

ろに今取り組んでいて、定量化してその価値というものをしっかり見せていくということ

が、そこにしっかり進んでいくために重要だというふうに思っていますので、ぜひデジタ

ル庁としては、省庁横串でそういった社会を構築していけるように、引き続き、これから

ということだと思いますけれども、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思った次第で

す。 
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 関係しますけれども、厚労省や文科省から人材という部分でグリーンエネルギー的な人

材のところに関しては何となくニュアンスがあったんですけれども、もっと全体、社会構

造が変わっていくという世界だと思いますので、むしろデジタル人材等をどう育成してい

くのかとか、またそこでは、外国人等そういったスキルを持った人をどう受け入れていく

のかといったような大きな視点も必要だと思いますので、全体、厚労省さんなどももうち

ょっとそういうところも含めて大きなビューで見ていただきたいというふうに思った次第

です。 

 以上です。 

○西田戦略企画室長  ありがとうございます。 

 それでは、鹿園委員お願いいたします。 

○鹿園委員  ありがとうございます。冒頭、環境省さんからナッジの話がありましたけ

れども、意識や行動の変容という意味では、消費者よりも私自身は技術者の方でより大き

な課題ではないかと思っております。というのは、今非常に頑強な技術体系ができ上がっ

てしまっていて、意識や考え方の壁が非常に高い、それが障壁になって保守的になってし

まっているんではないかと。例えば、別な分野ですごい技術があっても知らないとか、あ

るいは知っていてもいろいろなしがらみがあって使えないとか、そういったことがあるん

じゃないかと。例えば日本は、自動車という圧倒的に強い産業がある、ベストプラクティ

スがあるわけなので、これはほかの分野でも必ず生かせる、もっと活用できると思ってい

ます。 

 そこで文科省さんへ質問なんですけれども、右下に３と書いてあったページの中にも、

すり合わせのエンジニアリングの話とか出ていましたけれども、技術間のそういった壁を

取り除くための具体的な支援なり取組について、もうちょっと詳しく教えていただけない

でしょうか。 

 以上です。 

○西田戦略企画室長  ありがとうございます。 

 それでは、西尾委員お願いいたします。 

○西尾委員  電力中央研究所の西尾でございます。各省庁の皆様、どうも御報告ありが

とうございました。大変興味深い話をたくさん伺いましたが、時間もありますので質問１

点だけに絞りまして、公共施設の取組についてお尋ねしたいと思います。 

 省庁をまたぐテーマですから、質問先を絞るのが大変難しいんですけれども、今日ちょ
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うど口頭で御説明のございました総務省の方から公共施設について、文科省の方から学校

施設について御回答いただければと思います。恐らく総務省の方は学校以外のということ

だとは思うんですけれども、御説明いただいたようなＺＥＢ、省エネ、再エネの取組、こ

の取組は大変結構だと思いますが、一方で、質問はさらに一歩進めまして、2050年の目

標との整合という点での取組です。 

 具体的には、去年の12月に地球温暖化対策推進本部の幹事会の申合せで、2050年カー

ボンニュートラルを見据えた取組ということで、インフラのロックインが起きないように

省庁等の燃料使用設備の脱炭素化に向けた取組の具体化が掲げられておりました。その点

で、今日御説明いただいたような対策に加えまして、今後どのような取組が必要になるか

という点についてお聞かせいただければと思います。 

 再エネと省エネは脱炭素と完全にイコールではなくて、例えば環境省さんが地域脱炭素

で公共施設に取り組まれるのであるならば、後者をとことん追求するとか、そういった役

割分担のようなものもあってよいかと思いますし、改めて申し上げるまでもないですが、

公共部門が率先して取組の姿を示すという点でも重要になりますし、シェアとしても割と

インパクトの大きい分野になりますし、製造業の対策と比べて技術も確立されているので、

コスト的にもやっていける部分があると思いますので、そうした観点で重要な分野だと思

っております。 

 以上です。 

○西田戦略企画室長  ありがとうございます。 

 それでは、大場委員お願いいたします。 

○大場委員  ありがとうございます。短くやります。デジタル庁さんなんですけれども、

何名かの委員の方も御言及ありましたけれども、デジタルの力による事業価値重視の事業

ごとへの転換という考え方に大変共感いたします。私がイメージするクリーンエネルギー

戦略とも非常に重なるかなというふうに思っています。 

 その上で、今後、連携を深めていくためにも、こういった取組の先にどの程度脱炭素に

貢献できるのかということの何らかの定量的な目標等があれば、何らかの財源投入につい

ても連携がしやすいのではないかと思いますので、そういった試算ということが可能かど

うかということをお伺いしたいです。 

 ２点目、金融庁さんですけれども、グリーンウォッシュ防止のための基準策定というの

は非常に重要だというふうに思いますけれども、一般的に日本人というのは非常に真面目
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過ぎるところもありますので、日本のグリーンウォッシュ基準が厳し過ぎると、逆に競争

力をそいでしまうという結果にもなりかねないと思います。そういう意味で、日本と同じ

ような厳しいチェックが海外でもなされているかということも併せて評価するということ

が競争戦略上重要ではないかというふうに考えます。 

 最後に、内閣府さんについてです。資料の５ページ目に、エネルギーマネジメントの項

目の中に「ヒートポンプ」と一言入っているんですけれども、このクリーンエネルギー戦

略でもヒートポンプは一つの重要項目かなというふうに考えているんですが、ぜひヒート

ポンプの様々な規模やタイプの技術開発というのを新たな重点開発項目として御検討いた

だきたいなというふうに思います。 

 また、総合知という話がありました。私は、国際的な脱炭素の取組といいますのは、国

際政治、国際法、国内法、ルール形成、投資、経営戦略といったある意味人文社会科学的

な側面が非常に大きいというふうに考えます。そこで、総合知というのであれば、安全・

安心・ウェルビーイングといったことも非常に重要で、そういった守りの知とともに、私

が申し上げているようなある意味戦略的な視点に立った攻めの総合知ということもクリー

ンエネルギー戦略に必要なのではないかなというふうに考えます。 

 以上です。 

○西田戦略企画室長  ありがとうございます。 

 それでは、大橋委員お願いいたします。 

○大橋委員  ありがとうございます。この会議でも、クリーンエネルギーにおいてはイ

ノベーションが必要だということを何度も指摘されたかと思います。イノベーションが必

要だというのは、政策において恐らく絶対に成功する勝ち筋がないということを意味して

いるんだと思います。つまり、実験的な取組を政策的に行いながら勝ち筋を探していくと

いうことになるのかなと思います。よって、政策立案の考え方がそもそも違ってくるんじ

ゃないかというふうな感じがしていて、幾つかの多分オプションがあって、そうしたオプ

ションの中でどれが効果的かということを、政策をやってみて学んでいく。そうした形で

の評価というのはすごく重要だと思います。それを次のステップへつなげていく。 

 だから、この話は一発で終わらなくて、ステージ１、ステージ２と続いていく話だと思

うので、政策立案の考え方自体をそうした実験的な──実験という言葉がいいかどうか分

からないのですけど、そういうような取組、ちょっと考え方を変えていくというところが

重要だなというのが１点。 
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 イノベーションはいろいろな異物との接触から生まれるとよく言われますけど、各省の

取組をこうやってつなげるというのはすごく重要だと思うんですが、所掌を超えて物を言

うってすごく難しいんだと思うんです、皆さん。よって、若手である必要はないですけど、

各省の提案を募って、つなげるような案があれば積極的に評価するみたいな、そんな提案

を募ってみるというのは一つあるんじゃないかなと。放っておくと所掌の中で収まっちゃ

うので、それは多分イノベーションを求めるという今回の趣旨とは違ってくるのかなと。 

 私、前回言いましたけど、例えば燃料を農業政策の２本目の柱に据えてくれって、今日、

農水省さんがいるから言いますけど、そういうふうに前回も言ったんですけど、それって

農水省さんの口からは絶対出てこない話なので、そういうふうなことを積極的に評価する

というふうな何か新しいアイデアが欲しいなというふうに思います。ありがとうございま

した。 

○西田戦略企画室長  ありがとうございました。 

 すみません、時間が大変超過しておりまして、また今、大変多くの御質問、御意見いた

だきまして、各省庁さんから個別に回答をいただくと時間を大幅に超過して後半戦がつな

がらなくなりますので、今どうしてもこの場で御回答をしておきたいという関係省庁の皆

様いらっしゃいましたら、もう既に聞いておりますけど、もしいらっしゃいましたら教え

ていただければと。それ以外の御質問、御意見に対する回答は、書面で後ほどまとめて回

答させていただく形にさせていただきたいと思います。 

 関係省庁の皆様、では、外務省から御発言希望がありましたので、外務省の大髙課長、

よろしくお願いします。 

○外務省  ありがとうございます。時間超過しているところ、申し訳ございません。 

 伊藤委員から、特定技能を含めた人材育成のお話いただきました。プレゼンの中でどう

しても時間が限られて紹介できなかったんですが、ＪＩＣＡの取組などを通じまして、弊

省もいろいろ人材育成のところ、非常に重要視してやっております。特定技能は、どうし

ても人材確保困難な即戦力として必要な人材を受け入れる、非常に限定されたところです

ので、より幅広いところで取り上げていくのが重要かと思いますけれども、外国とも連携

しながらやっていくという問題意識は関係省庁とも一体となってやっているということを

一言申し上げたいと思います。 

 以上です。 

○西田戦略企画室長  ありがとうございます。 
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 多数の委員からいただいた関係省庁との連携の関係は、この後、まとめをしていく中で

うまく工夫をしたいと思っておりますので、また横の連携しながら進めていきたいと思い

ます。 

 それでは、一旦、私はここで終わらせたいと思います。 

 

３．事務局説明 

 

○白石座長  それでは、２つ目の議題に移ります。 

 社会システムやインフラの変革に向けて、どの程度投資が必要で、どのように引き出す

か、まず事務局からお願いします。 

○西田戦略企画室長  資料11を開いていただけますでしょうか。右上、資料２となっ

ておりますけれども、デジタル上は資料11になっております。こちらの資料に基づきま

して御説明をさせていただきたいと思います。 

 それでは、右下２ページであります。本日御議論いただきたいことということでござい

まして、これまでも御議論いただいているとおり、今後、不可逆的に脱炭素の流れは進ん

でいくというふうに考えておりまして、この脱炭素への対応を成長につなげるためには、

企業が脱炭素への積極的な設備投資、さらには能動的な価値や市場創出といったことを行

っていきまして、我が国産業が社会課題の解決を起点としたビジネスチャンスを獲得して

いく必要があるというふうに考えております。 

 他方でこれまでの議論の中でも、カーボンニュートラルに向けたトランジションの中で

は、低炭素、脱炭素技術に段階的に転換していくということになりますと、既存のエネル

ギー需給システムと比べて設備や燃料双方でコストが上昇する可能性があると。こうした

コスト上昇を乗り越えて我が国産業の競争力を強化していくために、官民一体となった取

組が求められるということでありまして、こういう課題認識の下で、まずは２つの論点、

産業界におけるコストアップのところの実態、事業活動への影響度合いといったことを、

これまでの議論を整理いたしまして、これはすなわち脱炭素を目指す上での事業リスクに

なると思いますけれども、その後、脱炭素を進める上で必要となる脱炭素投資額、これは

ある種投資が拡大するということでもありますので、事業チャンスにつながると思います

けれども、こういったところを整理した上で、実際にトランジションに必要となる投資を

どのような形で促すかというところについて御議論いただきたいというふうに思います。 
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 ページめくっていただきまして、右下４ページでございます。これは前回、これまでも

お示しした資料でございますけれども、企業のどういうトランジションのパスを通るかと

いうところは、技術の選択肢、それぞれに応じて道筋は１つではないということであると

思っております。事業者のエネルギー消費、設備の状況などに応じて、事業者自らが適切

な選択を行うことが必要ではないかというふうに考えております。 

 右下５ページでありますけれども、具体的にごく一例でありますが、その場合にどうい

うコストがかかるかというところでありまして、熱需要、電化なりガス化をしていくと追

加コストがかかると。当然でありますけれども、実際に、例えば例１にありますヒートポ

ンプの熱源で熱容量100kWを入れようとすると、大体１基で800万。大体熱容量100kW

というと、下、小さいですけれども、大体食品や飲料の中規模工場のところに複数台入っ

ていくようなイメージであります。こうしたものを入れようと思いますと、周辺設備とし

ては特高の路線とか、これもどこから、その事業所が特高の場所から離れているかによっ

て、かなり額も億円オーダーでかかってくるといったようなところでございますし、さら

にヒートポンプでは賄えない高い温度帯のところにガス転換しようとすると、さらなる高

額のコストが生じるといったような実態がございます。 

 右下６ページでありますが、これも前回御紹介した資料の中に入っていて、明示的に説

明しませんでしたけれども、例えば熱需要を電化するといった場合ですと、右側の燃焼加

熱との比較、グレーのところを見ていただきますと、165度以下帯ぐらいであればエネル

ギーコストは、燃焼加熱を１とした場合に比べて下回るということですが、それ以上高い

ところになってきて、例えば電気ボイラー、抵抗加熱炉とかで上げていくと、それだけコ

ストは上がっていくという傾向があると。 

 続きまして７ページでありますけれども、こうしたコストも含めまして、これまでの議

論も踏まえますと、野村先生の御紹介にあったとおり、諸外国とのエネルギー価格差は近

年拡大していますし、将来的に日本の電力コストの見通しも、これはマンキンゼーさんか

らの御紹介にありましたが、上がっていく見通しの中で、さらにこういった論点も気にし

なければいけないと。 

 ８ページでありますけれども、実際にトランジションが事業活動に与えるインパクトと

いうところで、製品製造におけるエネルギーコストの上昇率というのを見ていただきます

と、それぞれ産業界によって大きく異なりますけれども、シナリオ設定によりますけれど

も、エネルギーコストに相当大きな影響があるということでありまして、上の四角の２つ
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目の丸ですけれども、コスト上昇を製品価格に転嫁できないと大きく競争力は棄損される

おそれがあるということであります。 

 ９ページ、海外におけるコストインパクトの受止め、これは海外も同様でありまして、

それぞれヒアリングとかポジションペーパーを整理してみますと、例えば欧州鉄鋼連盟の

例をとりますと、新技術とか代替材の投入でCapex、Opexのコスト増もありますし、そ

うすると現在のコストの大体10倍以上になる可能性があるということを表明していたり

もしています。こうしたものを乗り越えていって新たな価値を生み出したり脱炭素の方向

に進めるということで、必要な投資はどういったことかということが次のパートでござい

ます。 

 右下11ページでありますけれども、これはＩＥＡのネットゼロレポートと呼ばれるも

のの中にあるものですが、世界全体で2050年のネットゼロを目指して歩みを進める中で、

クリーンエネルギー分野への世界の投資額というのは、足元の1.2兆ドルから2030年には

約4.3兆ドルまで増加するというふうになっております。これを仮に世界の温室効果ガス

排出量の日本の割合、これは3.2％なんですけれども、これを据え置いたとして、その規

模で投資がなされるとされると、日本の投資額は大体足元4.8兆円、これは１ドル120円

で計算していますが、この4.8兆円から16.6兆円ぐらいまで増えていく見通しということ

でございます。 

 12ページ、実際に我が国でどうなのかということを整理してみました。主要分野で脱

炭素に関連する投資額をそれぞれの分野でかなり仮定を置きながら積み上げてみると、

2030年の断面、単年で約17兆円が最低限必要になるんじゃないかと。数字は精査中です

けれども、12ページ見ていただきますと、例えば電源の脱炭素化／燃料転換のパートで

約５兆円。製造工程を脱炭素化していくことで２兆円。エンドユース、これはＺＥＢ・Ｚ

ＥＨ住宅の導入とか次世代自動車導入ですけど、ここで４兆円。あとインフラ整備、これ

は系統や充電ステーションとか、そういったところを入れていくと約４兆円。研究開発で

約２兆円という形で、全体として約17兆円ぐらいは必要になるのではないかという計算

があります。 

 13ページ以降、具体的にどういうことかというので分野ごとに整理をしていますけど、

ここは細かくは説明しませんけれども、水素・アンモニアですとか住宅分野、16ページ

には自動車の分野、17ページ蓄電池、18ページ半導体・データセンターといった形で、

それぞれ脱炭素を進めていくプロセスで必要な投資はこれだけあるということであります。 
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 続きまして20ページ以降で、こうした投資が必要になるということで、実際にどうや

って設備投資を呼び込んでいくか。ここは一番御議論いただきたいところでありますけれ

ども、企業の設備投資に対しては、経営戦略全体とそれを踏まえた個別投資プロジェクト、

下で言うと右側ですけど、収益の見込みですとかコスト計画、それを踏まえて、さらには

資金調達の手法を検討しながら設備投資に行くと。そこで政府の役割としては、政策の見

通しを示すことによる予見性の確保ですとか、規制・支援策を通じた資金調達の促進とい

ったことで設備投資を促していく必要があるのではないかというふうに考えております。 

 一方で、企業の投資余力がどうかというところを見ていきますと、右下21ページでご

ざいますけれども、左側のほうは、投資原資から設備投資額を引きましてどのぐらい余力

があるかというところであります。足元ちょっとコロナの影響もありまして、直近では結

構減少傾向にありまして、今後、大規模な脱炭素投資を賄う内部資金というのはやや限定

的になりつつあるという状況でありまして、外部資金を調達していくというところであり

ますと、右側見ていただきますと、日本のＰＥＲは結構株価の伸びに比べると低迷してい

るということもありますし、EBITDAとネット有利子負債の比較をしても、負債による大

規模調達は今後困難になっていく可能性があるぐらい、現在、負債調達は上がっていると

いうことであります。 

 こうしたところを改善していきながら、一方でＥＳＧ投資全体としては、22ページで

ありますけれども拡大傾向にありますので、成長戦略とか定めながら、こういった資金を

しっかりと獲得して成長につなげていくという視点が重要だというふうに思っております。 

 まさにそれをやるために、進めていくためということで23ページでありますけれども、

これは一つの我々としての提案ではあるんですけれども、脱炭素と成長の両立に向けた取

組ということで、新しい評価指標みたいのも必要ではないのかということでありまして、

一つこれまでの議論を踏まえまして、過去の我が国におけるエネルギー生産性改善は、こ

れは野村先生の発表にありましたけれども、労働生産性の低下とか高付加価値製造業の海

外移転を加速させた可能性があると。 

 こういったことも踏まえますと、既存のＣＯ２の削減量とかそういったような既存の環

境指標のみでは経済成長の実現が困難になる可能性もあるということでありますし、また、

この脱炭素の投資は大規模なコストを伴う一方で、収益に反映されるまでに時間差がある

ということでありまして、足元を示すＲＯＡ等の既存の経営指標だけでは投資が適切に評

価されず進まなくなるのではないかということでありまして、何らかこういった新たな指
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標みたいなことも検討していく必要があるのではないかということでございます。 

 海外がどうなっているのかということでありますけれども、24ページを見ていただき

ますと、これまでも海外、相当戦略的にやろうとしているというのを御紹介してきました

けれども、例えばＥＵであれば、10年間、官民協調で136兆円も出そうということをして

おりますし、下の７年間のところで見ていただきますと、約75兆円をグリーンリカバリ

ーに充てると。実際には、再エネの導入支援ですとか省エネ投資、モビリティーとか素材

分野の支援策といったようなところに充てようとしていると。 

 ＥＵの中のドイツですけれども、ドイツであれば７兆円を約２年で使っていこうとして

いまして、水素、ＥＶステーション、ＥＶの導入支援とか充電インフラとか、そういった

ところに使おうとしていると。 

 次のページはフランス、英国、韓国ですけれども、それなりの規模でどの国も、このク

リーンエネルギー分野の投資を後押ししようとしているというところであります。 

 続きまして26ページでありますけれども、日本としてどうしていこうかというところ

でありますが、これもラフに投資を促す手法というのを整理したものであります。上の四

角にありますけれども、脱炭素に向けた大規模設備投資は、基本は、企業が金融市場等を

通じて資金調達を行って主体的に実施することが原点なんじゃないかと思いますけれども、

企業行動を促す必要性・緊急性とか事業リスクの高さ、あとは支援・規制の相当性などを

踏まえて、政府としても適切な手法を組み合わせた政策対応が求められるのではないかと

いうことでございます。 

 下は、左側が支援的アプローチということで、上のほうに行けば行くほど事業リスクは

高くなり、その結果、補助金とか税とか法律といったところになっていって、下のほうに

行くと民間資金のデットとかが出てくると。右側は規制的アプローチということで、上側

はハードローということで、実際に省エネ法とかダイレクトな規制もありますし、下のほ

うはソフトローということで、例えば今始まっておりますＧＸリーグですとか、民間のや

っているＲＥ100などもあるかなと。こういったものを組み合わせていくのではないかと

いうふうに思っております。 

 27ページでございますけれども、この支援をどうやっていくかということで、ここは

まさに今日御議論いただきたい視点でありますけれども、何を、誰を、いつ、どう支援し

ていくかというところでありまして、まず何を支援していくかというところでありますが、

当然ながら、どういった分野をやるかというところが１つ論点としてあると思いますし、
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あとは支援対象です。Capex、Opexをどう変えていくかと、必要性に応じてどう変えて

いくかということであります。 

 それから、誰をというところでありますけれども、これまでも議論ありましたけれども、

例えば脱炭素へのファーストムーバーとかそういったところ。全てを支援するというのは

困難な中でファーストムーバーを支援するとか、例えば脱炭素コストが相対的に高い業種

をやるとか、サプライチェーン上のプレッシャーが高い業種にするとか、支援すべき事業

者の優先度をどう考えるか。 

 それからタイミング、いつのところですけれども、例えば、ファーストムーバーじゃな

いですけど早く動いた企業を評価していく仕組みを入れられるかとか、技術コストの低減

が見られた場合には段階的に支援を緩和するとか、支援の目的に照らして時間軸の考え方

をどう織り込んでいくか。 

 最後、どう支援するかといったところですけれども、海外の事例なども対象に、例えば

基金とかそういったものを踏まえまして、どういった手段で支援をしていくべきか、こう

いった視点もあるかなと思います。 

 諸外国、いろいろと産業界も政府に要望しているというのが28ページでありまして、

後ろ、海外の支援策の例でありまして、例えば30ページ、これは前回お示ししましたけ

れども、ドイツなどは、水素を導入するというところで供給と需要の差分を予算で補塡す

るような仕組みをやっております。こうしたことも参考にしながら、先ほどの視点に立っ

て、どう支援していくのかというところを御議論いただければというふうに思っておりま

す。 

 では、よろしくお願いいたします。 

○白石座長  どうもありがとうございます。 

 今の事務局の説明に対する質疑応答と意見交換ということで、オブザーバーの方も含め

て御発言、御質問希望の方は、例によってネームプレートを立てていただくか、オンライ

ン上のチャット機能でその旨お知らせください。御発言は１人３分以内ということで、今

日はかなり厳しくやらせていただきます。 

 それでは、馬奈木委員どうぞ。 

○馬奈木委員  馬奈木です。ありがとうございます。まず１点のみですけれども、規制

緩和を実施できる現場のほどほど使えると見込めるような地域に、例えば農地貯留であり

ますとか森林でのＣＯ２吸収でありますとか、または他の製造サービス業であっても、や
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れる場所をその都度申請をして規制緩和をするような取組というよりも、基本的にカーボ

ンを事後でも減らしたことを証明できることを条件に推進しやすくなるような現場の各基

礎自治体での取組が必要だと思っています。 

 そういうときに、最終的に23ページで話されていた評価指標が大事になるんですね。

この11月にＧ20が開かれます。そのときにシンクタンクユニットとしてＴ20、シンクタ

ンクのＴなんですけれども、１つのトピックが見えない価値をはかる、それを企業の投資

活動に生かそうというものなんです。ＣＯ２を削減して、その後に自然資本を上げるであ

りますとか、人的投資をすることによって人的資本を上げるとか、こういうものが23ペ

ージで使われているＫＰＩなので、事後にしか分からないのでなく、事前にそういうもの

を出しながら社会の課題価値を見せるということが必要かと思います。 

 以上です。ありがとうございます。 

○白石座長  どうもありがとうございます。 

 次は、重竹委員。 

○重竹委員  支援策について、私から４点申し上げます。 

 １点目は、支援策はアメとムチ、この両方のさじ加減が大事ということです。「アメと

ムチ」というのはちょっと言葉が不適切かもしれませんが。不確実性の中でリスクを取っ

て動き出す、ファーストムーバーにはアメ。そういう中でもクリーンエネルギーに切替え

ようとする需要サイド、これにもアメが必要ですが、そこにやはりムチがないとなかなか

進まない可能性があります。そういったムチも含めて進めていくということが大事なので

はないでしょうか。アメとムチのバランス、両方のさじ加減。 

 ２点目は、そのアメはできるだけ大きく複数年でやるべきと思います。脱炭素に向けた

政府の本気度を示すため、それから政策予見性を高めるためにも、カーボンニュートラル

投資の支援というのはなるべく大きく複数年にまたがるべきです。環境省さんが勝負の

10年とおっしゃっていましたが、2030年ぐらいが見通せるぐらいがいいのではないかな

と思っています。金額的には、もちろん米国、ＥＵの例を参考にするのはいいと思います

が、ぜひ日本に必要な額を考えていただきたい。個人的には、それが日本固有の事情を踏

まえたら、アメリカ、ＥＵよりも大きくなったとしても私は驚きません。なぜなら、これ

まで投資してきたものが違いますし、押さえるべき範囲が違うと思うからです。 

 ３点目、今度ムチのほうですけれども、これは政府がドライビングシートに座ってマネ

ージすべきと思っています。今回のムチの政策は、様々な業界の将来の在り方に直結する
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部分があります。いろいろな産業の生き残り、国際競争力がかかっています。最も総論賛

成各論反対になりやすいところですので、また、これは産業界の話だけではなくて日本が

これからどこにどうやって張っていくのか、どう勝っていくかという話です。国家の資源

配分の話ですね。したがって、戦略上最も重要な判断。企業の資源配分においては、経営

がやはりドライビングシートに座ります。今回は、同様に政府がドライビングシートに座

るというのが求められているのではないでしょうか。 

 ４点目、どういう制度をつくるかではなくて、いつ頃までにどういう状態をつくるかと

いうことをまず考えたほうがいいのではないか。これは制度の具体的な仕組みの議論だけ

が先行しがちですけれども、その前に目指す状態、これは目的ですよね。その目的を明ら

かにする。それから手段としての制度、これを考える。例えば水素の供給と需要がバラン

スよく立ち上がっている状態、これをじっくりつくりたいのであれば、Ｈ２グローバルの

ように、両方がオークションで間に政府が入る、これはいいかもしれません。ただこの場

合は、事業サイドに何かのムチがないと需要サイドは立ち上がらないリスクがあります。 

 一方で、しかるべきサイズの水素の需要・供給、これがバランスした状態で、フロント

ランナー的にあるサイズがガッと立ち上がるみたいなことを目指すのだったら、アメリカ

のハイドロジェンハブの支援策や、コンビナートで需要と供給が一気通貫でつながってい

るようなバリューチェーン一気通貫のプロジェクト、これをサポートするというのがある

のではないかと。この場合は、コストダウンをドライブするインセンティブがないとちょ

っと危ないという感じかと思います。これと合わせてどのような将来の産業構造をつくる

のかというのも、政策を考える上での必要な前提だと思います。 

 以上です。 

○白石座長  どうもありがとうございます。 

 次は、工藤委員お願いします。 

○工藤委員  御説明ありがとうございました。27ページの支援について、誰を、いつ、

どのようにというところについてコメントさせていただきます。 

 企業の脱炭素化への取組を見ていると、需要側というのは、追加的な設備コストや周辺

コストとともにエネルギーコストの上昇や国際競争力の低下を招くこともあるという状況

に面しています。ゆえに、供給側は脱炭素化に資する新しい技術や新しい事業モデルが成

立しないという技術リスクに加えて、技術や事業モデルが成立したとしても、普及拡大、

市場形成が行われないという収入リスクもあり、２つのリスクを抱えることとなっていま
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す。金融機関の観点からも、オフテイクの予見可能性が弱い事業へ資金をつけることはハ

ードルが高く、供給・需要家両サイドで脱炭素化に向けた投資が困難となっていくと思い

ます。 

 この状況を打開するために政府には、前回も申し上げたんですけれども、技術で勝って

ビジネスで負けぬように、特に商業化の際の収入リスクへの対応として、例えば今日もあ

った水素・アンモニアへのドイツの政策のように、専売公社を設置することでオフテーカ

ーを明確にするような脱炭素に向けた政策を示して、商用化・スケール化の実現とそのス

ピードアップのための支援、また政策をレバレッジして大きな額の民間資金の導入、こう

いったことを進められる政策を検討していただきたいと思います。また、支援の緩和の視

点というのもしっかり取り入れて、国家の資源をガバナンスきかせて使うということも大

変重要だと考えております。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○白石座長  どうもありがとうございます。 

 次は、関根委員。 

○関根委員  ありがとうございます。ちょっと本筋とずれる部分あります。あめとむち

という点で、カーボンプライシングを早急に形づくっていただきたいというお願いを発言

させていただきます。 

 産業界の脱炭素の中において、当然ながら電化でもいい、あるいは水素・アンモニアで

いいという分野と、そうじゃなくカーボンニュートラル燃料をつくって頑張らないといけ

ない、あるいは化学産業のようにカーボン資源が未来永劫必要という分野がございます。

こういう分野において炭素の取扱いというのがどのようにハンドリングされるか、どのセ

クターにおいて、どのタイミングでどういうプライシングがなされるか、明示的及び暗示

的なカーボンプライシングというのがどのように成立していくのかというのは、クレジッ

トのみならず多様な手法においてこれから考えられていく必要があります。 

 経済産業省、環境省がこれまで両省それぞれで議論してきた結果を基に、今後、ＧＸリ

ーグを経て産業界のインプットを踏まえた実現可能なカーボンプライシングというのを早

急に形づくっていくことが、日本にとっても重要と感じます。 

 以上でございます。 

○白石座長  どうもありがとうございます。 

 次は、河野委員。 
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○河野委員  ありがとうございます。今回、各産業における予見可能性として、脱炭素

を目指す上での事業リスクと事業チャンスについて整理していただきましたが、類似産業

ごとの方向性をマスで捉えても、実際に決断し着手するのは個々の企業となるために、今

のままでは机上でのデザインの域を出ないのではないかと危惧いたしますし、資金調達の

ドミノを起こすための最初の一押しを誰が行うのかというのは悩ましいところだと思いま

す。また同時に、この間の議論においては、最終ユーザーである社会全体、特に国民の理

解と協力が大きな鍵となることは明白です。 

 そこで重要だと思うのは、断固としてカーボンニュートラルを実現するという強い決意

と進捗状況を周知・広報することをしっかりやることに加えて、国民にも分かりやすい見

える化作戦が必要ではないかと思います。既にビジネス化されている分野の支援も大事で

すが、そこでは企業間競争等でエコシステムが回っていく可能性もあります。まだ主流と

は言えない分野や資源の活用に着目して中長期にわたる支援システムを構築し、国が呼び

水となって初期投資をすることで、その分野での信用を担保して投資家の資金を呼び込み、

技術開発から製品サービスの供給、そして社会への普及が進んで需要と供給のバランスが

とれ、私たち消費者にとっても、その製品やサービスを利用することが高嶺の花ではなく

手の届く状態になるまで、つなぎ資金に責任を持って忍耐強く継続的に支援する施策。先

ほど参考で挙げられていたドイツの例のように、キャッチーな取組をぜひ考えていっても

いいのではないかというふうに思います。 

 以上です。 

○白石座長  どうもありがとうございます。 

 次は、鹿園委員。 

○鹿園委員  ありがとうございます。費用対効果の高い技術をどう選ぶかというところ

で、研究開発面からのコメントをさせていただきます。 

 今、燃料価格、素材価格も両方上がっているわけですけれども、こういった境界条件が

変わると当然選ばれる技術も変わるということで、そういった中で将来的に新しい原理の

非連続な技術というのが取って代わるというのももちろんあると思うんですけれども、一

方で特に省エネの分野などでは、安い材料に転換するとか、つくり方を変えるとか、ある

いは既設の設備、技術とかにアドオンするとか、そういったリノベーションみたいな形で

生き残るものというのが実は多いのではないかというように考えています。例えばアンモ

ニア混焼とか、自動車のハイブリッドみたいなものが、ほかの分野でもどんどん出てくる
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んじゃないかと思います。 

 ただ、こういった技術も決して簡単にできるということではなくて、例えば安価な素材

やリサイクル材を使えば、当然信頼性とか安全性とかいったことを判断しなければならな

いわけで、そういったことは誰にでもすぐできるということではなくて、ここは裾野の広

い日本の産業界の強みではないかというように思っております。ただ、環境変化が急過ぎ

てしまって、それをすぐ表に出すには少し時間が必要だという状況ではないかと思ってお

ります。 

 したがいまして、余り急いで特定の技術に絞り込むのではなくて、こういった技術が出

てくる芽を摘まないようにすべき。もっと言えば、こういった技術、アイデアをどんどん

初期においては募るような取組みを後押しすべきではないかと思っています。 

 省エネの分野でいえば、これは非常に多岐にわたりますので、これを全部支援するとい

うのは現実的ではないかと思います。したがって、ポイントとしては共通する課題、例え

ば先ほど申し上げたような材料の耐久性とか信頼性とか、そういったものを国として保証

するような基盤技術とか実証とか、個別に取り組むよりも一緒にやったほうが効率いいも

のに対して、一見遠回りのように見えますけれども、そういった横串を刺すような支援が

効果的ではないかというように考えております。 

 以上です。 

○白石座長  どうもありがとうございます。 

 大場委員。 

○大場委員  私も検討会の中で何度か言及しているんですけれども、ここで述べられて

いるというか、クリーンエネルギー戦略に必要な投資というものには、大きく２種類ある

というふうに考えています。脱炭素化する上で絶対必要なインフラ投資というのは、例え

ば最低限必要な電源の確保であるとか連系線の整備であるとか、アンモニア混焼発電の設

備等の公共性が高くて現時点で短期的な収益が見込みづらいといった事業というのは、リ

スク回避的なので投資主体のリスクアパタイトというものが非常に小さいということを考

えますと、こちらの公的な財政支援、それもCapexにおける支援というものが適当であろ

うというふうに考えます。 

 一方、いわゆるＥＳＧ投資を呼び込むといったようなときにいう投資というのは、社会

にイノベーションを起こすような投資ということですので、こちらは様々な事業チャンス

に対して具体的な世界観を描き、定量的な事業計画を提示することで、投資家にいわゆる
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ワクワクをもたらしてマインドを引きつけるといったタイプのもので、客観的なリスク評

価とは全く対極にあるもので、ここはある意味日本に最も足りていない部分ではないかと

いうふうに考えています。 

 そのために、政府ができることとしましては、世界に対して魅力的なビジョンを提示す

るようなスタートアップ人材の育成に教育の観点から力を入れていくことが必要ではない

かというふうに考えています。 

 また、どうしてもクリーンエネルギー戦略の検討におきましては、鉄鋼、紙・パルプ、

化学工業あるいは電力といった付加価値当たりのＣＯ２排出量が非常に多い産業セクター

の脱炭素化を考えがちなんですけれども、それをやれば必ずコスト負担が大きくなるとい

う話になって、それを誰が負担するというふうな議論になってしまうわけですけれども、

一方でＧＤＰの付加価値のほとんどというのは、そういった素材等の実用上や機能上の付

加価値ではなくて、もっとブランド的な付加価値のほうが圧倒的に多いわけです。つまり

脱炭素化というのは、そういった付加価値の高いところのほうがよりやりやすいという意

味で先行してやるべきという考え方もできるわけで、サプライチェーンのより下流側の付

加価値の高い領域での施策こそ、例えばカーボンプライシングというような手法を使って

優先的に考えるべきだというふうに考えます。 

 最後に、水素の買取り支援というような手法について幾つか言及がありましたけれども、

個人的には、こういった方針というのには非常に慎重な意見を持っています。といいます

のは、例えば再生可能エネルギーの固定価格買取り制度においても、買取り制度はよしと

した後に買取り価格を決めることになったときに、非常に高い値段がついてしまうという

リスクがあると思います。つまり、価格の設定こそがこの制度の問題の本質になっていま

して、そこが政治化してしまったり、あるいは価格設定の適正さを証明することが難しい

といったリスクがあると思います。再エネとか原発といったような確立されたものであれ

ばまだいいんですけれども、水素・アンモニアのようにまだどれぐらいの需要が見込める

か分からないものに対して、そういった買取りのような指標を導入すると、後でやはり要

らなかったといったときに、10年買取りというともう逃げられないというふうになって

しまいますので、だからこそそういう支援が欲しいということになるんでしょうけれども、

私は、そういった手法については非常に慎重に検討するべきだというふうに考えます。あ

りがとうございます。 

○白石座長  どうもありがとうございます。 
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 次は、白坂委員。 

○白坂委員  ありがとうございます。慶應大学の白坂です。資料にもあったところの議

論の観点で構造的にちょっと書いてあったので、そこからのコメントになります。大きく

２点あります。明らかにコストになる、これを導入しなきゃいけないけど、さっきも話で

言いましたけど、導入したからといって別に新価値を生むわけではないので、お客さんが

よりお金を払ってくれるわけじゃない。もちろん地球のためという観点でもあるのですが、

ダイレクトに自分の欲求を満たしてくれるお客さんのところに届くものでは基本ないので、

どうしてもコストとして考えなきゃいけない人たちと、一方で、設備を導入できたり、そ

れを売る側なのでもうけることがこれでできる人たちという、この大きく２つの人たちが、

プレーヤーがいるというふうな構造で捉えました。 

 そのときに前者のところは、今日の資料にもありましたけど、稼ぐ力というものがない

のは厳しいということもありますので、少しでも導入したことと価値が増加したこととが

連動する仕組みというのが重要なんじゃないかと。23ページの総合的な指標って、多分

それを目指してその両方を入れたのかなというふうに個人的には捉えました。多分ああい

った形で、導入すればいいだけではなくて、導入するのを支援してもらうんだったら、稼

ぐ力を同時に高めることをやってくださいという、そのセットで多分やっていくような形

が要るのかなというふうに感じました。 

 もう一つが売り込む側ですが、こちらはもうかるので、早くやってあげて、世界的に強

いプレーヤーになって、国際的にも展開できてもうけてもらう。これがどんどんできるよ

うになる。もちろん民間からも資金導入がたくさん入ってくるので、既存のものは多分予

見可能性を高めるという今まで話がありましたし、スタートアップもすごく重要だと思う

ので、スタートアップが、この分野でプレーヤーがどんどん出てくる仕組みというのが要

ると思います。 

 あともう一つは、この２つをつなげる仕組みができないか。つまり、もうける人たちは

どんどんもうかるから、コストの人たちはコストをかけなきゃいけないから、ここの間を

どうやってつなぐか。ここのつなぐ仕組みというものが何かできないかなと。こうやれば

いいというのがあるわけではないのですが、つまり、もうかる人たちがどんどんもうかる

んだから、そのもうかった分が買う側のコスト低減になっていくような形がどんどん進む

ような施策が入れられれば、もうけたお金を買う側のコスト低減に回すとメリットがある

ような形をやってあげればいいのかなというのを感じました。 
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 最後に、これは構造的な話ではないのですが、今日、いろいろな人の話を聞くと、すぐ

目の前でこうやってやっていかなきゃいけないこともあるんですけど、中長期で見なきゃ

いけないところもあるので、人材育成はどうしても避けられないなというのを思いました。

人材育成は長く根気強くやらなきゃいけない。私、今、実は小学生向けのＧＸ人材育成を

少しあるところと連動してやろうとしているのですが、小学生と思うんですけど、2050

年のときになったら、今の小学生って結構いい年なんですね。そう考えると、もちろんリ

カレント教育もあるのですが、あらゆるところで人材育成を早くやらないと、これボディ

ブローのように効いてくるので、そこはあらゆるところ。今日も幾つもありましたけど、

早くやっていく必要があるかなというふうに感じました。 

 以上です。 

○白石座長  どうもありがとうございます。 

 次、大橋委員。 

○大橋委員  難しい問題だなと思っているんですけど、投資リスクを投資主体に担わせ

ても投資をしなくなっちゃうので、この投資リスクというのを誰が担うのかということだ

と思っています。基本的には、ベネフィシャリーがいればその人に負担してもらえばいい

んですけど、この脱炭素がビジネスになっていない時点においてベネフィシャリーが特定

できないというのがあって、そうすると、その間は結局、事実上外部性と捉えて、国民と

いうか全体で負担するしかないかなと。それは、すなわちOpex部分で見ると炭素税みた

いな話になっちゃうということに、何となくニアリーイコールみたいになっちゃうのかな

と思いますので、そういう意味でいうと、脱炭素をいかにビジネスとして捉えられるかと

いうところにひとえにかかってくるのかなというふうに、伺っていて思っています。 

 まだ勉強しなきゃいけないところがあって、今のところこれぐらいしか言えないんです

けど、どうもありがとうございます。 

○白石座長  どうもありがとうございます。 

 次は、西尾委員。 

○西尾委員  電力中央研究所・西尾です。スライド27に関連しまして、イニシャル関

連の支援で３点申し上げます。 

 １点目は対象技術の工夫です。これからは、どうしても全てを支援するということが困

難になってしまう。費用がとてもかかるということですから、炭素中立型社会の実現とい

う長期的な目標と整合する技術を積極的に支援するといった優先順位づけも求められてい
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くのではないかと思います。前半に御説明がありましたように、実際にイニシャルにも課

題がありますから、そのような技術の周辺設備もこれに含まれてくるかと思いますし、単

純にコスト削減だけでは相当な負担になってしまうので、それがつくり方をどう変えるか

とか、競争力向上につながるかとかそうした視点、あるいはセクターにまたいで要素技術

が波及するかとか、そうした視点で評価できるような技術は大切になっていくかと思いま

す。 

 ２点目は、最終的な支援対象者の工夫です。これ難しいなと思って資料を拝見していま

して、革新技術であればファーストムーバーという考え方もあるでしょうし、現行技術で

いえば価格転嫁がしづらいような状況になっている中小企業の方、そういった特性に応じ

た違いもあるのかなと感じて聞いておりました。 

 関連して、本日、関連省庁の方も多くいらっしゃいますので、民生部門についても申し

添えるならば、低所得層の方って初期投資の余裕がなくて、それでも日頃の光熱費が負担

になっていらっしゃるわけであって、そうしたところで省エネ投資の支援を重点的に優先

的に振り向けていくといった考え方も今後あっていいのではないかと思いますし、そうし

た考え方は、新しい資本主義の目指すところにも分配という点で通じるところがあるので

はないかと思います。資料の中にもアメリカやＥＵの支援策の御説明ありましたが、そう

した要素も組み込まれておりますし、コロナ対応で住民税非課税世帯に特別給付がありま

すけれども、そうした社会問題の同時解決というものも併せて考えていくということが、

この環境投資を回していくという視点で必要になっていくのではないかと思います。 

 ３点目は、商流の中流にいる技術普及の担い手への支援です。これまでの補助制度とい

いますのは、基本的にはエンドユーザーに向けた支援というものが中心でしたが、ものに

よってはエンドユーザーの手前にいらっしゃるようなアクターに補助するという手法もあ

るのではないかと思いまして、技術の導入検討自体もスキルのノウハウが相当要りますし、

期間内に補助の申請手続をするとか、あるいはそもそも補助制度についてよく分からない

とか、そもそも生産性向上するって何なんだろうとか、そうした状況がありますから、サ

ブコンですとか省エネ提案の担い手ですとか、そうした方々の支援もあるのではないかと

思います。 

 以上、Capexの支援策について申し上げましたが、スライド27、Opexの話もございま

すので、これについてはもちろんここに書かれているような話に加えまして、エネルギー

全体の負担のリバランシングというものも考えていく必要があると思いますし、Capexに
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ついてもう一点申し添えるならば、資料の中に、ちょうど前のスライドで26スライド目

にございますが、ものによっては、もしそれが費用対効果の面で合理的ならば、規制的な

アプローチも使い分けていくといった整理は今後必要になっていくのではないかと思いま

す。 

 以上です。 

○白石座長  どうもありがとうございます。 

 次は、秋元委員。 

○秋元委員  ありがとうございました。大きくは２点で、１点目はささいなんですけれ

ども、６ページ目に記載があって、ヒートポンプのＣＯＰが3.7とかになっているんです

けど、普通でいくと120度ぐらいだとぎりぎりこの3.7ぐらい出るかもしれませんけど、

165度になると、多分ＣＯＰは急に下がると思います。そういう面では高熱というところ

をどう見ていくのかというのは大変難しくて、ここに書いてある以上に厳しい対策が必要

になってきて、コストもそれなりにかかるんじゃないかなという感覚を持っています。 

 それはちょっと細かい点でございまして、２点目は全体としての大きい点でございます

が、記載いただいているように、11ページ目とか12ページ目に大変大きな投資が必要だ

ということを書かれています。ここの数時間、多分積み上げていろいろ計算されたものだ

と思いますけれども、我々が分析等しても、全体の排出削減費用という部分でいっても数

兆円とかそういった規模になると思いますし、投資という部分でいくと特に先行投資が必

要になってきますので、そういう面ではこういった十数兆円という暫定値で記載されてい

ますが、そういった規模が必要になってくるんだろうと思います。 

 そういう面では、２兆円基金というのは大変思い切った形でつけた部分があるかもしれ

ませんけど、特に普及段階ということになってくると莫大な投資が必要になってきますの

で、先ほどからも議論がありましたように、繰返し前から申し上げておりますが、もし世

界全体でみんなが同じように対策をとるのであれば、その中で日本企業も競争によって、

金融機関から借りながら投資を促していくということができるかもしれませんが、なかな

か海外が不確実な状況であると、その投資のリスクを政府がとってあげるということは重

要で、そのためにはちょっと規模感が、海外は相当規模を出していますので、日本の規模

って中途半端に出すんではなくて、出すならしっかり出す、数十兆円規模の予算を使って

投資を促していくということが必要ではないかというふうに思っています。 

 ただ、そのときに余り技術を特定し過ぎないほうがいいかなという気は常にしています
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ので、技術は競わせて、その中でなるべく有効なものを拾い上げていくということは大事

だと思っています。ただ、当然ながら初期段階でファーストムーバーとして一部個別的に

支援していくということは、段階的にはあってもいいと思いますが、そういったことをぜ

ひお考えいただきたいと思います。 

 以上です。 

○白石座長  ありがとうございます。 

 次は、林委員、お願いします。 

○林委員  ありがとうございます。今日のお話の中で、規模感というところがまだまだ

日本は少ないなと思っています。22ページにＥＳＧ投資額推移というのがあって、デー

タをつくっている組織にも私は属しているのでつくづく感じるんですけれども、この日本

の投資額って実は国債まで入っていて、それもＥＳＧ投資にカウントされているんですね。

だから、純粋に民間に直接行っている金額ってまだまだ日本ってすごく少なくて、そうい

う意味では、今日、金融庁さんのお話もありましたけれども、日本でＥＳＧ投資の金額が

まだまだ伸びる余地というのは物すごくあるというふうに思っています。個人資産も含め

てですね。 

 それをどうやって伸ばすかとなりますと、いつも言っていることですけれども、予見可

能性と国のフォーカス、何を伸ばそうとしているのかということを明確にすることによっ

て、金融機関とかあるいは機関投資家のお金、そして個人の投資家のお金というものがよ

り回っていくのではないかというふうに思っています。それに加えてある程度政府からの

支援、お金だけでなくて制度面も含めて、より支援を高めていくということが必要なので

はないかと。十分にまだ余地はあるし、アメリカなどでも物すごい勢いで今いろいろな金

融機関がこれに向けて投資を始めていますので、その資金も日本に回ってくるような、そ

ういう透明性の高い説明というのが重要なんじゃないかというふうに思っております。 

 以上です。 

○白石座長  どうもありがとうございます。 

 次は、オブザーバーの長谷川様、お願いします。 

○長谷川オブザーバー  御説明ありがとうございます。今日の資料等のアプローチのよ

うに、考えられるリスクですとか必要な投資をイメージしまして、あるいは特定して、あ

るべき政策を検討していくというアプローチは極めて適切だというふうに考えております。

資料御用意いただいた座長、事務局に感謝申し上げたいと思います。 
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 その上で、でございますけれども、投資を考える場合に、これは国内で行っていく必要

があるわけでございますけれども、そのためには、そもそもの我が国の投資環境の整備が

極めて重要だというふうに考えております。しかしながら、先ほど日商の大下さんからも

ありましたけれども、足元では電力の逼迫、あるいは中長期では、先ほど資料の７ページ

にもあったように、電力料金が上がっていくということが予想されるということで、これ

ではなかなか投資を進めようにも進んでいかないんではないかということが懸念されるわ

けでございます。 

 こうした観点から、今安全性が確認された原子力発電所については、しっかり地元の了

解を得て早期に再稼働していくことというのは極めて重要かというふうに思っております。

ウクライナ情勢もございますので、ぜひお願いできればと思います。 

 その上で、本日の問題提起に関して３点申し上げたいと思います。 

 重竹委員からもありましたけれども、民間の投資を引き出すためには、政策の予見可能

性というのが極めて重要だと思っております。そこで、ぜひ政府が複数年にわたる政策、

あるいは財政支出かもしれませんけれども、それにコミットしていただきたいというふう

に考えております。資料の24ページ、25ページにありますように、ほかの国はまさに本

気を出して戦略的にやっているということなので、国際的な大競争に勝てるように政府を

挙げての取組をお願いしたい、これが１点目でございます。 

 ２点目は、27ページにある排出量取引制度でございますが、現時点で費用を徴収する

と書いてあるわけですけれども、そこまでということになると、技術開発が阻害されるの

みならず、そもそも産業が海外に逃げていくということになるのではないかと懸念いたし

ます。経済的手法を活用して排出削減を目指すということは重要だと思いますけれども、

その観点から、まず、今経産省さんが取り組まれているＧＸリーグにしっかり取り組んで

いくということが重要かと思っております。 

 最後、ちょっと書いてないと思いますけれども、今日はほかの外務省さんとか環境省さ

んも参加されているということなのですが、最初にコストの話が出たと思いますけれども、

最終的には国際競争にどう勝つかという話でございまして、こうした観点からレベルプレ

イングフィールドの確保というのは非常に重要かなと思っておりまして、国際的な気候変

動の枠組みの中で、しっかり新興国とＮＤＣの引上げということについても外交努力をお

願いしたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 
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○白石座長  どうもありがとうございます。 

 委員の皆さんの御協力で、私が考えていたよりもずっと早く一回りしましたので、もし

追加的に、まだ実はこういうことがあるという委員の方いらっしゃいましたら、どうぞよ

ろしくお願いします。いかがでしょうか。 

○西田戦略企画室長  では、先に一言。白坂先生おっしゃられた稼ぐ力の指標のところ、

まさに23ページ、今いろいろと中で議論しているんですけど、分解していってＫＰＩ②

の事業収益性のところは、まさに環境の中でも稼ぐ力をちゃんと見ていこうみたいな、そ

ういう発想で今、中でもいろいろ議論しているところなので、ありがとうございます。 

 

４．閉会 

 

○白石座長  よろしいでしょうか。 

 それでは、まだ15分近く残っていますが、珍しいことで、今日はこれで終わりたいと

思います。 

 それでは、最後に山下次長、よろしくお願いします。 

○山下資源エネルギー庁次長  本日もまた、お忙しいところありがとうございました。

各省庁の方々からもプレゼンをしていただきまして、本当にありがとうございました。一

方で、回答の時間を十分に準備できなくて大変申し訳ございませんでした。後ほど、皆様

方からの回答は、ペーパーという形で委員の皆様のほうにお届けするということでござい

ます。事務局を代表しておわびを申し上げます。 

 あと、各省庁の皆さんからのこの御報告と、今日も先ほど皆さんからありましたけれど

も、できるだけ全体をちゃんと鳥瞰できるような形のものにして、それを我々のもう一つ

のパートと合わせて、きちんと新しい資本主義実現会議のほうに報告をしていくというの

が段取りとして考えてあります。まだ残りはありますけれども、議論も中間取りまとめの

終盤に今来ていますので、事務局も最後の汗のかきどころというところです。難題が山ほ

どありまして、これだけ不確実性の高いもので道筋もまだ、どの道を通ったらいいのか、

多分世界中誰も分かっていないようなところに、それでも進んでいかなきゃいけないと。 

 一方で、日本はもともと産業構造の転換にすごく遅れてしまったところがあって、特に

ＤＸへのレイヤー化の構造の中で、産業構造もそうです、事業構造の転換も非常に遅れて

いる中に、より不確実性の高いＧＸがまた乗っかってきて、掛け算の中で稼ぎながらきち
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んとＧＸも達成をしていくんだということなので、事務局、後ろに座っている連中は、非

常に脳みそに汗をかきながらどうしようと思いながら今やっています。最後もう少しでご

ざいますけれども、皆様方からまたいろいろとサポートを受けながら最終的な中間取りま

とめに向けて頑張っていこうと思いますので、ぜひまたよろしくお願いいたします。

 本当に今日はありがとうございました。

○白石座長  私、実は全体像をぜひと申し上げようかと思ったんですが、事務局のこと

を考えるとかわいそうかなと思っていたんですけど、ぜひよろしくお願いします。

次回の日程については、追って事務局から御連絡いたします。

今日は、どうもありがとうございました。

──了── 

お問い合わせ先 

産業技術環境局 環境政策課 

電話：03-3501-1679 

FAX：03-3501-7697 




